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別紙様式１－２－１－１ 学習院大学大学院法務研究科法務専攻

基準１－２　教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること
分析項目１－２－１　大学院設置基準等各設置基準及び告示に照らして、必要な人数の専任教員並びに兼担及び兼任教員を配置していること
【分析の手順】

基準３－７　専任教員の授業負担等が適切であること
分析項目３－７－１　法科大学院の専任教員の授業負担が適正な範囲内にとどめられていること
【分析の手順】

教員の配置状況（別紙様式１－２－１－１）

教員一覧

授業科目名 クラス数 単位数 集・オ・共 授業科目名 課程 クラス数 単位数 集・オ・共 授業科目名 クラス数 単位数 集・オ・共 大学等名

憲法入門１ 1 2 憲法Ⅰ （B） 4
憲法２ 1 2 憲法演習 （B） 4

憲法３ 1 2 憲法演習Ⅱ （M） 2

行政法２ 1 2 行政法Ⅱ （B） 2
行政法３ 1 2 判例行政法 （B） 2

行政法演習 （B） 4
特設演習（行政法案内） （B） 2
特設演習（法曹志望者のための法学
入門）

（B） 2

行政法演習Ⅲ （M） 2

家族法 1 2 民法Ⅳ （B） 4
民法１ 1 2 特殊講義（拡大版・民法継受史） （B） 2
民法３ 1 2 民法演習 （B） 4

民法演習Ⅰ （M） 2

憲法入門２ 1 2 演習（応用憲法Ⅰ） （B） 2 憲法訴訟 1 2 同志社大学法学部法律学科
憲法１ 1 2 演習（応用憲法Ⅱ） （B） 2

法学入門講義 1 2
特設演習（法曹志望者のための憲法
入門Ⅰ）

（B） 2

憲法演習 1 2
特設演習（法曹志望者のための憲法
入門Ⅱ）

（B） 2

国際私法１ 1 2 国際私法 （B） 4
国際私法２ 1 2 国際私法演習 （B） 4

国際私法演習 1 2 国際私法演習 （M） 2

商法１ 1 2 特殊講義（商取引法） （B） 4
商法演習１ 1 2 特殊講義（金融法） （B） 2
商法４ 1 2 商法演習 （B） 4
商法３ 1 2 商法Ⅰ （B） 4
商法２ 1 2 特殊講義（金融商品取引法） （B） 2
商法演習２ 1 2 商法演習 （B） 4

商法演習Ⅰ （M） 2

民事訴訟法１ 1 2 民事訴訟法Ⅰ （B） 2 民事訴訟法Ⅱ 1 2 上智大学法学部
民事訴訟法演習 1 2 特殊講義（執行法） （B） 2

特殊講義（多数当事者訴訟・上訴） （B） 2
民事訴訟法演習 （B） 4
特設演習（法曹志望者のための民事
訴訟法入門）

（B） 2

民事訴訟法特殊研究Ⅱ （M） 2

刑事訴訟法入門１ 1 2 演習（応用刑事訴訟法） （B） 2 刑事手続法 1 2 千葉大学法政経学部
刑事訴訟法入門２ 1 2 刑事訴訟法 1 4 立教大学法学部
刑事訴訟法１ 1 2
刑事訴訟法２ 1 2
法学入門演習１ 1 0.9 オ
法学演習 2 1.8 オ
刑事訴訟法演習 1 2
法理学１ 1 2 法哲学Ⅰ （B） 2
法理学２ 1 2 法哲学Ⅱ （B） 2

法哲学演習 （B） 4

法哲学演習 （M） 2

民法演習１ 1 2
民法入門演習１ 1 2
民法入門演習２ 1 2
法学入門演習２ 1 1 共
債権保全・回収実務 1 2
民事取引法実務 1 2
民事訴訟法入門１ 1 2
民事訴訟法入門２ 1 2
民事訴訟法２ 1 2
法学入門演習２ 1 1 共
民事訴訟実務 1 1 共
民事模擬裁判 1 1 共
民事起案 1 2
民事訴訟実務 1 1 共
民事模擬裁判（法学
科：演習（民事模擬
裁判））

1 1 共

エクスターンシップ 1 1 集
民事執行・保全法１ 1 2

14

11

9

13

学習院大学大学院法学研究科
（博士前期課程）

学習院大学法学部

16

18

18

18

16

16

18

20

20.7

学習院大学大学院法学研究科
（博士前期課程）

学習院大学大学院法学研究科
（博士前期課程）

学習院大学大学院法学研究科
（博士前期課程）

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

・大学院設置基準等各設置基準及び告示に照らして基準数以上の専任教員、並びに兼担及び兼任教員を配置していることを確認する。
・教員の年齢の構成が著しく偏っていないこと並びに教員組織においてダイバーシティの推進に努めていることを確認する。

分類 職名 教 員 名

実務経験年数 担当授業科目

備考
実務家教員の

職種 年数
他大学等担当授業科目

年間総単位数

・他専攻、他研究科及び学部等（他大学の非常勤を含む。）を通じた各専任教員の授業負担について、学内における役職等への着任状況その他の当該法科大学院において必要とされる負担も踏まえて、適正な範囲（年間20単位以下であることが望ましく、年間30単位を超える場合には、適切な範囲内にあるとはいえない）にとどめられて
いることを確認する。

所属 専門分野 自大学法科大学院担当授業科目 自大学他専攻等担当授業科目

学習院大学法学部
学習院大学法学部

学習院大学大学院法学研究科
（博士前期課程）

大学等名

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学大学院法学研究科
（博士前期課程）

学習院大学法学部
学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学大学院法学研究科
（博士前期課程）

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部

学習院大学法学部
学習院大学法学部

学習院大学法学部

研・専 法科大学院 教授 青井　未帆 憲法

研・専 法科大学院 教授 大橋　洋一 行政法

研・専 法科大学院 教授 大村　敦志 民法

研・専 法科大学院 教授 尾形　健 憲法

研・専 法科大学院

教授
（研
究科
長）

神前　禎 国際法

研・専 法科大学院 教授 神作　裕之 商法

研・専 法科大学院 教授 神田　秀樹 商法

研・専 法科大学院 教授 長谷部　由起子 民事訴訟法

15.4/19.0

研・専 法科大学院 教授 若松　良樹 法哲学

研・専 法科大学院 教授 安村　勉 刑事訴訟法

実・専

実・専 法科大学院 教授 民法稲村　晃伸 弁護士/その他

法科大学院 教授 川神　裕 民事訴訟法 裁判官 33.9

法科大学院 教授 篠田　憲明 民事手続法 弁護士/その他 21.7/2.11

実・専



別紙様式１－２－１－１ 学習院大学大学院法務研究科法務専攻

民事執行・保全法２ 1 2
倒産法１ 1 2
倒産法２ 1 2

刑事起案 1 2
刑事訴訟実務
の基礎Ⅱ

1 1
筑波大学　人文社会ビジネ
ス科学学術院　法曹専攻
（法科大学院）

刑事模擬裁判（法学
科：演習（刑事模擬
裁判））

1 0.7 共 法曹倫理Ⅱ 1 1
筑波大学　人文社会ビジネ
ス科学学術院　法曹専攻
（法科大学院）

刑事実務 1 0.7 共
法曹倫理（法学科：
特殊講義（法曹倫
理））

1 2

少年法 1 2
刑事司法政策論 1 2
アメリカ法１ 1 2
アメリカ法２ 1 2
比較法 1 2

兼担 教授 櫻井　敬子 行政法演習 1 2 2
兼担 教授 阿部　克則 国際経済法 1 2 2

刑法１ 1 2
刑法演習２ 1 2
刑法入門１ 1 2
刑法入門２ 1 2

兼担 教授 小塚　荘一郎 支払決済法 1 2 2
民法２ 1 2
民法入門２ 1 2
労働法１ 1 2
労働法２ 1 2
労働法演習 1 2
民法演習２ 1 2
民法入門１ 1 2
知的財産法１ 1 2
知的財産法２ 1 2
消費者法 1 2
民法４ 1 2
民法入門３ 1 2

兼担 教授 佐瀬　裕史 民事訴訟法３ 1 2 2
環境法１ 1 2
環境法２ 1 2
公法訴訟実務 1 2
行政法１ 1 2
経済法１ 1 2
経済法２ 1 2
租税法１ 1 2
租税法２ 1 2
刑事模擬裁判 1 0.7 共

刑事実務 1 0.7 共

兼任
特別
招聘
教授

山田　和彦 企業法務２ 1 2 2

刑事模擬裁判 1 0.7 共

刑事実務 1 0.7 共

法学演習 1 0.3 オ

法学入門演習１ 1 0.2 オ

兼任
特別
招聘
教授

高木　弘明 企業法務１ 1 2 2

兼任
特別
招聘
教授

奥田　誠 法学入門演習１ 1 0.2 オ 0.2

法学演習 1 0.4 オ

法学入門演習１ 1 0.3 オ

兼任
非常
勤講
師

西貝　吉晃 刑法２ 1 2 2

兼任
非常
勤講
師

橋爪　隆 刑法演習１ 1 2 2

法学演習 1 0.3 オ

法学入門演習１ 1 0.2 オ

法学演習 1 0.4 オ

法学入門演習１ 1 0.2 オ

兼任
非常
勤講
師

小暮　駿生 民法・刑法 法学演習 1 0.4 オ 0.4

兼任
非常
勤講
師

美田　敦賜 法学演習 1 0.3 オ 0.3

　
教員分類別内訳

研・専 10 0 0 0 10

実・専 4 0 0 0 4

実・み 0 0 0 0 0

学士課程 0 0 0 0 0

修士課程 0 0 0 0 0

博士前期課程 0 0 0 0 0

博士後期課程 0 0 0 0 0

1.4

0.5

11.4

0.5

0.6

4

6

8

4

6

0.7

4

4

6

8

4

4

1.4

計
うち、法曹としての実務の経験を有する者

0

助教分類 所属 略称 教授 准教授 講師

実務家・みなし専任教員

兼務研究者・専任教員

法科大学院

法科大学院

刑法

刑法

法科大学院 民法・刑法

専任教員

専属専任教員

研究者・専任教員

法科大学院実務家・専任教員

学士課程（B）

学士課程（B）

商法

民事訴訟法

行政法
国際法

実・専 法科大学院 吉野　秀保 刑事法 検察官/その他

兼担 学士課程（B） 教授 小山田　朋子 英米法

兼担 学士課程（B） 教授 鎮目　征樹 刑法

学士課程（B）

兼担 学士課程（B） 教授 竹中　悟人 民法

兼担 学士課程（B） 教授 橋本　陽子 労働法

兼担 学士課程（B） 教授 水野　謙 民法

兼担 学士課程（B） 教授 横山　久芳 知的財産法

兼任 法科大学院
特別
招聘
教授

栃木　力

兼担 学士課程（B） 教授 山下　純司 民法

兼担 学士課程（B） 教授 常岡　孝好 行政法

学士課程（B）

法科大学院

兼任 法科大学院
特別
招聘
教授

岡本　裕明 民法・刑法

兼任 法科大学院
特別
招聘
教授

五條堀　岳史 民法・刑法

法科大学院

法科大学院

兼任 法科大学院
非常
勤講
師

今井　悠 民法・刑法

知的財産法

商法・企業法務

16.7/1.9

兼任 法科大学院
非常
勤講
師

赤井　耕多 民法・刑法

吉田　京子 刑事法

法科大学院 商法・会社法

兼担 学士課程（B） 教授

　

教授

兼任 法科大学院
特別
招聘
教授

大久保　直樹 経済法

刑事法

兼担 学士課程（B） 教授 長戸　貴之 租税法



別紙様式１－２－１－１ 学習院大学大学院法務研究科法務専攻

専門職学位課程 0 0 0 0 0

学士課程 0 0 0 0 0

修士課程 0 0 0 0 0

博士前期課程 0 0 0 0 0

博士後期課程 0 0 0 0 0

専門職学位課程 0 0 0 0 0

兼担 14 0 0 0 14

兼任 0 0 13 0 13

28 0 13 0 41

教員の年齢別・性別内訳

45～

54歳

専属専任教員 14 12 2 0 0 3

0 0 0 0 0 0

14 12 2 0 0 3

85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 21.4%

(注） １．
２．
３．
４．
５．

　 　　　　　 法曹以外の実務経験を有する場合には『その他』と記入してください。また、「年数」については、当該教員の実務の経験年数を職種ごとに記入してください。
 　    　     

６．
７．

　　　　　 　
　　　　　　

８．
９．

10．
11．

　            
12．
13．
14． 教員一覧の31行目から400行目は非表示になっています。必要に応じ、再表示して記入してください。再表示しても行が足りない場合は、行の挿入により追加してください（プルダウン等の設定にご留意ください）。

0

0

0

0

0

44歳

1

兼務実務家・専任教員

評価実施年度の５月１日現在で記入してください。なお、授業科目名及び単位数は、カリキュラムの新旧を問わず、評価実施年度において各教員が担当する授業科目についてすべて記入してください。なお、受講者がいないため不開講となった授業科目についても記入してください。

人数 

兼務専任教員

専・他

性別

64歳

年齢

35～

専任教員

内訳

教員一覧の「担当授業科目」及び「年間総単位数」に係る単位数の計算にあたり、複数教員による授業科目を担当する場合は、当該授業科目の単位数に対する担当する教員ごとの担当時間数の割合により記入してください。また、複数のクラスを担当している場合は、さらにクラス数を
乗じた単位数を記入してください。なお、単位数については、小数点第２位を四捨五入してください。（例：授業科目（２単位）の時間数が30時間で、当該授業科目を２人の教員で担当（担当する時間数は、それぞれ20時間と10時間）し、どちらも２クラスを担当する場合には、それぞれ、

教員一覧の「担当授業科目」の「クラス数」については、１つの授業科目において、複数のクラスが開講されており、同一の教員が複数のクラスを担当している場合に、その担当クラス数を記入してください。なお、１クラスの場合も、『１』と記入してください。

２（単位）×２（クラス）×20（時間）÷30（時間）＝2.66・・・≒『2.7』、２（単位）×２（クラス）×10（時間）÷30（時間）＝1.32・・・≒『1.3』となります。）

（例：裁判官の経験年数が７年１１ヶ月及び民間企業勤務の経験年数が６年１０ヶ月の教員の場合には、「実務家教員の職種」は『裁判官／その他』、「年数」は『７．１１／６．１０』となります。）

42.9%

4

28.6%

6計

％

1

7.1%

「自大学法科大学院担当授業科目」に係る単位数となります。
教員一覧の「担当授業科目」の「自大学他専攻等担当授業科目」の「課程」については、学部の場合には『（B）』、修士課程・博士前期課程の場合には『（M）』、博士後期課程の場合には『（D）』、専門職学位課程の場合には『（P）』を記入してください。
修士課程の専任教員を法科大学院の専任教員と扱う場合は、専・他と分類してください。

教員一覧の「年間総単位数」については、「自大学法科大学院担当授業科目」、「自大学他専攻等担当授業科目」、「他大学等担当授業科目」の合計を記入してください。

教員一覧については、教員分類ごとに、教授、准教授、講師、助教の順に記入してください。なお、「分類」については、本様式の教員分類別内訳の「略称」をリストから選択してください。

教員一覧の「担当授業科目」の「集・オ・共」については、集中講義の場合には『集』と、オムニバス授業の場合には『オ』と、共同授業の場合は『共』と記入してください。なお、複数に該当する場合には、該当するものをすべて記入してください。
教員一覧の「担当授業科目」の「大学等名」については、自大学他専攻等を担当する教員の場合には、研究科・専攻名又は学部・学科名等を、他大学等を担当する教員の場合には、大学・研究科・専攻名又は大学・学部・学科名等を記入してください。

教員分類別内訳の「分類」の「兼担教員（学内の他学部等の教員）」及び「兼任教員（他の大学等の教員等）」に該当する教員については、教員一覧にある「自大学他専攻等担当授業科目」及び「他大学等担当授業科目」の記入は必要ありません。この場合、「年間総単位数」については、

教員一覧の「所属」については、教員分類別内訳の「所属」をリストから選択してください。
教員一覧の「職名」については、教員分類別内訳の職種（教授、准教授、講師、助教）を記入してください。なお、研究科長、専攻長等に就いている場合には併せて記入してください。
教員一覧の「実務経験年数」及び「実務家教員の職種」については、教員分類別内訳の「分類」の「専任教員」に該当する実務家教員のみ記入してください。また、「実務家教員の職種」については、法曹としての実務の経験を有する場合には職種に応じて『裁判官』、『検察官』、『弁護士』と記入してください。

専任教員

0

不回答・未調査・その他男性

兼担教員（学内の他学部等の教員）

兼任教員（他の大学等の教員等）

合計 4

55～
～34歳 65歳～

6

0

4

0

女性

分類



別紙様式１－２－１－２ 学習院大学大学院法務研究科法務専攻

基準１－２　教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること

【分析の手順】

基準３－４　学位授与方針及び教育課程方針に則して、法科大学院にふさわしい授業形態及び授業方法が採用されていること

【分析の手順】

【分析の手順】

【分析の手順】

開設授業科目一覧（別紙様式１－２－１－２） 学期区分　：

LSの学生 LS外の学生 教員名 分類

○ 憲法入門１ 1 1 22.5 2 必須 毎年 講義 6 青井　未帆 研・専 1

○ 憲法入門２ 1 2 22.5 2 必須 毎年 講義 7 尾形　健 研・専 3

○ 行政法１ 2 1 22.5 2 必須 毎年 講義 31 常岡　孝好 兼担 9

○ 憲法１ 2 1 22.5 2 必須 毎年 講義 31 尾形　健 研・専 5

○ 憲法２ 2 2 22.5 2 必須 毎年 講義 29 青井　未帆 研・専 7

憲法３ 3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 0 青井　未帆 研・専 87

憲法演習 3 2 22.5 2 選択 毎年 演習 5 尾形　健 研・専 101

○ 行政法２ 2 2 22.5 2 必須 毎年 講義 29 大橋　洋一 研・専 11

行政法３ 3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 3 大橋　洋一 研・専 89

行政法演習 3 1 22.5 2 選択 毎年 演習 0 櫻井　敬子 兼担 103

○ 民法入門１ 1 1 22.5 2 必須 毎年 講義 6 水野　謙 兼担 13

○ 民法入門２ 1 1 22.5 2 必須 毎年 講義 6 竹中　悟人 兼担 15

○ 民法入門３ 1 2 22.5 2 必須 毎年 講義 7 山下　純司 兼担 17

○ 民法入門演習１ 1 1 22.5 2 必須 毎年 演習 6 稲村　晃伸 実・専 22

○ 民法入門演習２ 1 2 22.5 2 必須 毎年 演習 7 稲村　晃伸 実・専 24

○ 民法４ 2 2 22.5 2 必須 毎年 講義 29 山下　純司 兼担 30

○ 商法１ 2 1 22.5 2 必須 毎年 講義 30 神作　裕之 研・専 32

○ 商法２ 2 2 22.5 2 必須 毎年 講義 29 神田　秀樹 研・専 34

○ 民事訴訟法入門１ 1 1 22.5 2 必須 毎年 講義 6 川神　裕 実・専 40

○ 民事訴訟法入門２ 1 2 22.5 2 必須 毎年 講義 7 川神　裕 実・専 42

○ 民法１ 2 1 22.5 2 必須 毎年 講義 30 大村　敦志 研・専 26

○ 民法２ 2 1 22.5 2 必須 毎年 講義 31 竹中　悟人 兼担 27

○ 民法３ 2 2 22.5 2 必須 毎年 講義 29 大村　敦志 研・専 29

○ 家族法 3 1 22.5 2 必須 毎年 講義 13 大村　敦志 研・専 19

○ 民法演習１ 3 1 22.5 2 必須 毎年 演習 13 稲村　晃伸 実・専 20

民法演習２ 3 1 22.5 2 選択 毎年 演習 0 水野　謙 兼担 91

○ 商法３ 3 1 22.5 2 必須 毎年 講義 13 神田　秀樹 研・専 36

○ 商法４ 3 2 22.5 2 必須 毎年 講義 12 神作　裕之 研・専 38

商法演習１ 3 1 22.5 2 選択 毎年 演習 0 神作　裕之 研・専 105

商法演習２ 3 2 22.5 2 選択 毎年 演習 3 神田　秀樹 研・専 107

○ 民事訴訟法１ 2 1 22.5 2 必須 毎年 講義 29 長谷部　由起子 研・専 44

○ 民事訴訟法２ 2 2 22.5 2 必須 毎年 講義 29 川神　裕 実・専 46

民事訴訟法３ 3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 0 佐瀬　裕史 兼担 109

民事訴訟法演習 3 1 22.5 2 選択 毎年 演習 5 長谷部　由起子 研・専 93

○ 刑法入門１ 1 1 22.5 2 必須 毎年 講義 6 鎮目　征樹 兼担 48

○ 刑法入門２ 1 2 22.5 2 必須 毎年 講義 7 鎮目　征樹 兼担 50

○ 刑事訴訟法入門１ 1 2 22.5 2 必須 毎年 講義 7 安村　勉 研・専 56

○ 刑事訴訟法入門２ 1 2 22.5 2 必須 毎年 講義 7 安村　勉 研・専 58

・少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い授業方法を基本としつつ、例えば法律基本科目の基礎科目においては、基礎的な学識を涵養するために適切な方法で授業が実施されていることを確認する。

22

分析項目１－２－１　大学院設置基準等各設置基準及び告示に照らして、必要な人数の専任教員並びに兼担及び兼任教員を配置していること

・授業の内容及び方法等が、大学設置基準等各設置基準の規定を満たしており、それらが学生に対して明示されていることを確認する。

分析項目３－４－５　各授業科目における授業時間の設定が、単位数との関係において法令に基づく大学の定めに則したものとなっていること

・授業時間の設定が、授業の方法（講義、演習、実習）に応じて、単位数との関係において学則又は大学院学則等に則したものとなっていることを確認する。

担当教員
開設単位数
合　　　　計

主要授業科目
シラバス等の

ページ

分析項目３－４－４　同時に授業を行う学生数は少人数が基本とされ、特に法律基本科目については原則として50人以下となっていること

・法律基本科目において同時に授業を行う学生数が50 人を超える授業科目がある場合は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮し、十分な教育効果が上げられるものとなっていることを確認する。

・教育上主要と認める授業科目の定義を確認し、該当する授業科目への専任の教授又は准教授の配置状況（該当する授業科目数、そのうち専任の教授又は准教授が担当する科目数、専任の講師が担当する科目数）を確認する。
※教育上主要と認める授業科目への専任の教授・准教授の担当に関しては、実際に授業を担当しない場合でも、専任の教授又は准教授が授業の内容、実施、成績に関して責任を持っている場合は、その授業科目を分析項目の状況に準ずるものとして分析することが可能

分析項目３－４－１　授業科目の区分、内容及び到達目標に応じて、適切な授業形態、授業方法が採用され、授業の方法及び内容が学生に対して明示されていること

授業方法
（形態）

48
民事系科目

（民法・商法・民事訴訟法）

基礎科目

応用科目

受講学生数
授業科目名

20

応用科目

法
律
基
本
科
目

公法系科目
（憲法・行政法）

基礎科目

基礎科目

刑事系科目
（刑法・刑事訴訟法）

備考

2学期制を採用

・同時に授業を行う学生数が極めて少ない授業科目がある場合は、当該授業科目の教育効果が十分に上げられるものとなっていることを確認する。

必修・選択等 開講方法
配当
年次

学期 時間数 単位数連携開設科目科　　　目



別紙様式１－２－１－２ 学習院大学大学院法務研究科法務専攻

LSの学生 LS外の学生 教員名 分類

担当教員
開設単位数
合　　　　計

主要授業科目
シラバス等の

ページ
授業方法
（形態）

受講学生数
授業科目名 備考必修・選択等 開講方法

配当
年次

学期 時間数 単位数連携開設科目科　　　目

○ 刑法１ 2 1 22.5 2 必須 毎年 講義 30 鎮目　征樹 兼担 52

○ 刑法２ 2 2 22.5 2 必須 毎年 講義 27 西貝　吉晃 兼任 54

刑法演習１ 3 1 22.5 2 選択 毎年 演習 2 橋爪　隆 兼任 95

刑法演習２ 3 2 22.5 2 選択 毎年 演習 2 鎮目　征樹 兼担 97

○ 刑事訴訟法１ 2 1 22.5 2 必須 毎年 講義 31 安村　勉 研・専 60

○ 刑事訴訟法２ 2 2 22.5 2 必須 毎年 講義 29 安村　勉 研・専 62

刑事訴訟法演習 3 1 22.5 2 選択 毎年 演習 2 安村　勉 研・専 99

○ 法学入門演習１ 1 1 22.5 2 選択 毎年 演習 6

◎安村　勉
奥田　誠

五條堀　岳史
今井　悠
岡本　裕明
赤井　耕多

研・専
兼任
兼任
兼任
兼任
兼任

111

○ 法学入門演習２ 1 2 22.5 2 選択 毎年 演習 7
◎川神　裕
稲村　晃伸

実・専
実・専

113

○ 法学演習A 2 1 22.5 2 選択 毎年 演習 6

◎安村　勉
赤井　耕多
今井　悠
小暮　駿生

研・専
兼任
兼任
兼任

115

○ 法学演習B 2 1 22.5 2 選択 毎年 演習 4

◎安村　勉
五條堀　岳史
美田　敦賜
岡本　裕明

研・専
兼任
兼任
兼任

117

○ 法学入門講義 1 1 22.5 2 選択 毎年 講義 6 尾形　健 研・専 66

○ 法曹倫理 2・3 2 22.5 2 必須 毎年 講義 13 1 吉野　秀保 実・専 2 78

○ 民事訴訟実務 3 2 22.5 2 必須 毎年 講義 13 川神　裕 実・専 2 72

○ 刑事実務 3 2 22.5 2 必須 毎年 講義 12
◎吉野　秀保
栃木　力
吉田　京子

実・専
兼任
兼任

2 76

○ 民事模擬裁判 3 2 22.5 2 選択 毎年 講義・演習 12
◎川神　裕
篠田　憲明

実・専
実・専

121

○ 刑事模擬裁判 3 2 22.5 2 選択 毎年 講義・演習 9
◎吉野　秀保
栃木　力
吉田　京子

実・専
兼任
兼任

74

ローヤリング 3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 2 2023年度休講

○ エクスターンシップ 2・3 2 30 1 選択 毎年 実習 6 篠田　憲明 実・専 1 123

○ 公法訴訟実務 3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 3 常岡　孝好 兼担 2 119

○ 民事起案 3 1 22.5 2 必須 毎年 演習 12 篠田　憲明 実・専 82

○ 刑事起案 3 1 22.5 2 必須 毎年 演習 12 吉野　秀保 実・専 85

比較法 2・3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 9 小山田　朋子 兼担 124

アメリカ法１ 1・2・3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 12 小山田　朋子 兼担 126

アメリカ法２ 2・3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 12 小山田　朋子 兼担 128

法理学１ 1・2・3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 6 若松　良樹 研・専 130

法理学２ 2・3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 2 若松　良樹 研・専 132

○ 倒産法１ 2・3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 8 篠田　憲明 実・専 178

○ 倒産法２ 2・3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 10 篠田　憲明 実・専 180

○ 租税法１ 2・3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 1 長戸　貴之 兼担 150

○ 租税法２ 2・3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 1 長戸　貴之 兼担 152

○ 経済法１ 2・3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 4 大久保　直樹 兼担 154

○ 経済法２ 2・3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 6 大久保　直樹 兼担 155

○ 知的財産法１ 2・3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 4 横山　久芳 兼担 156

○ 知的財産法２ 2・3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 4 横山　久芳 兼担 158

○ 労働法１ 2・3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 5 橋本　陽子 兼担 144

○ 労働法２ 2・3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 5 橋本　陽子 兼担 146

○ 労働法演習 2・3 2 22.5 2 選択 毎年 演習 1 橋本　陽子 兼担 148

○ 環境法１ 2・3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 3 常岡　孝好 兼担 168

○ 環境法２ 2・3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 7 常岡　孝好 兼担 170

○ 国際法 2・3 1 22.5 2 選択 隔年× 講義 2023年度休講

○ 国際経済法 2・3 1 22.5 2 選択 隔年〇 講義 0 阿部　克則 兼担 160

○ 国際私法１ 2・3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 3 神前　禎 研・専 162

○ 国際私法２ 2・3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 3 神前　禎 研・専 164

○ 国際私法演習 3 1 22.5 2 選択 毎年 演習 1 神前　禎 研・専 166

法文書作成

10

法曹倫理
民事訴訟実務の基礎

刑事訴訟実務の基礎

56

4

倒産法

10　基礎法学・隣接科目

法
律
実
務
基
礎
科
目

法情報調査
公法系訴訟実務の基礎

ローヤリング
クリニック

エクスターンシップ

4

展
開
・
先
端
科
目

租税法

経済法

知的財産法

労働法

環境法

国際関係法（公法系）

国際関係法（私法系）

22

模擬裁判

法
律
基
本
科
目

上記以外 基礎科目

応用科目

刑事系科目
（刑法・刑事訴訟法）



別紙様式１－２－１－２ 学習院大学大学院法務研究科法務専攻

LSの学生 LS外の学生 教員名 分類

担当教員
開設単位数
合　　　　計

主要授業科目
シラバス等の

ページ
授業方法
（形態）

受講学生数
授業科目名 備考必修・選択等 開講方法

配当
年次

学期 時間数 単位数連携開設科目科　　　目

民事取引法実務 2・3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 7 稲村　晃伸 実・専 172

消費者法 2・3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 10 山下　純司 兼担 134

債権保全・回収実務 2・3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 10 稲村　晃伸 実・専 136

企業法務１ 2・3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 5 高木　弘明 兼任 138

企業法務２ 2・3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 5 山田　和彦 兼任 140

民事執行・保全法１ 2・3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 5 篠田　憲明 実・専 174

民事執行・保全法２ 2・3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 3 篠田　憲明 実・専 176

支払決済法 2・3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 3 小塚　荘一郎 兼担 142

少年法 3 1 22.5 2 選択 毎年 講義 3 吉野　秀保 実・専 182

刑事司法政策論 3 2 22.5 2 選択 毎年 講義 6 吉野　秀保 実・専 184

（注）

３．「主要授業科目」については、大学設置基準第８条に規定する教育上主要と認める授業科目に該当する授業科目に『○』を記入してください。
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１．評価実施年度の５月１日現在で、当該年度開設授業科目（当該年度入学者適用）を記入してください。なお、評価実施年度に開講されていない授業科目（不開講、隔年開講等）についても記入してください。不開講の授業科目については、その理由を　「備考」に簡潔に（例：教員未定のため、

展
開
・
先
端
科
目

上記以外

14．「担当教員」の「教員名」については、１つの授業科目を複数教員が担当している場合には、担当教員全員を記入し、当該授業科目の内容、実施及び成績評価について責任を持つ教員には、氏名の前に『◎』を付してください。また、１つの授業科目が複数クラス開講されている場合は、
　　各クラスの担当教員についてそれぞれ記入してください。（例：①◎A教員、B教員②◎A教員、C教員）なお、「分類」については、別紙様式１－２－１－１の教員分類別内訳 の「分類」の「略称」により、記入してください。
15．「開設単位数合計」については、法律基本科目の公法系・民事系・刑事系の各系、法律実務基礎科目の法曹倫理、民事訴訟実務の基礎、刑事訴訟実務の基礎の各科目、基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目の各科目区分がそれぞれ一つの枠になっていますので、それぞれに

４．「連携開設科目」については、専門職大学院設置基準第６条の３に規定する、設置者が同一である大学に設置された大学院と連携し、又は異なる設置者の他の大学との間で大学等連携推進法人を設置して開設している授業科目に該当する授業科目に『○』を記入してください。

　　該当する授業科目の単位数の合計を記入してください（R列には数式を設定しております。列の挿入等により、参照範囲がずれた場合には修正してください。直接数値を記入していただいてもかまいません）。
16．「シラバス等のページ」については、シラバス等の授業計画を記載した冊子中の該当ページを記入してください。

10．「必修・選択等」については、『必修』、『選択』、『選択必修』等の区分を記入してください。
11．「開講方法」については、『毎年』、『隔年』の区分で記入してください。なお、隔年開講については、今年度開講していれば『隔年○』、開講していなければ『隔年×』と記入してください。また、毎年開講するが、評価実施年度は不開講の授業科目については、『毎年（不開講）』と記入してください。
　　さらに、その理由を「１」のとおり、「備考」に記入してください。
12．「授業方法（形態）」については、『講義』、『演習』、『実習』等各授業科目の実施形態を記入し、これらを組み合わせている場合には該当する形態をすべて記入してください。
13．「受講学生数」については、「ＬＳの学生」には当該法科大学院の学生の人数を、「ＬＳ外の学生」には当該法科大学院の学生以外の人数をそれぞれ記入してください。また、同一授業科目を複数クラス開講している場合には、それぞれ記入してください。

　　カリキュラム改編による当該配当年次未開講など）記入してください。
２．「学期区分」については、採用している学期の種類（セメスター制、トリメスター制等）を記入してください。

５．「授業科目名」については、開設している授業科目を、４つの科目（法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目）に区分整理して記入してください。ただし、４つの科目に区分することができない授業科目については、新たに科目分野を設けて記入してください。
　　法律基本科目の中で、公法系・民事系・刑事系の３つの系に区分することができない授業科目については、これら３つの系の下に枠を設けて追記してください。
６．「配当年次」については、配当年次が複数ある場合は、該当する配当年次をすべて記入してください（例：２、３年次配当の場合は、『２・３』と記入してください。）。

　　（例：同一授業科目が２クラス開講されており、それぞれ５０人（うち、ＬＳ外の学生は２人）と４０人（うち、ＬＳ外の学生は０人）の場合には、「ＬＳの学生」には『①４８、②４０』と記入し、「ＬＳ外の学生」には『①２、②０』と記入してください。）
　　なお、後期や集中講義時に開講のため、５月１日現在で人数が未定の場合は空欄のままとしてください。

７．「学期」については、『前期』、『後期』等の区分を記入してください。また、集中講義を行っている場合には、『前期集中』、『後期集中』、『夏季集中』等の区分を記入してください。
８．「時間数」については、当該開設授業科目における総時間数（例：９０分授業が１５週行われる場合には、２２．５時間となります。）を記入してください。ただし、試験時間については、含まないものとします。
９．「単位数」については、規則等により定められた当該授業科目の単位数を記入してください。１つの授業科目が複数クラス開講されている場合には、重複して加算しないでください。



別紙様式１－２－２ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

基準１－２ 教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること 

 

分析項目１－２－２ 法科大学院の運営に関する重要事項を審議する会議（以下「教授会等」という。）及び専任の長が置かれ、必要な活動を行っているこ

と 

※「法科大学院の運営に関する重要事項」とは、法科大学院の教育課程、教育方法、成績評価、修了認定、入学者選抜及び教員の人事等に関する重要事項をいう。 

 

【分析の手順】  

・教授会等について、構成、所掌事項等を確認する。 

・教授会等の規程上の開催頻度と前年度における開催実績を確認する。 

 

教授会等の規程上の開催頻度と前年度における開催実績一覧（別紙様式１－２－２） 

会議等名称 規程上の開催頻度 前年度における開催実績 

法科大学院教授会 なし 
4/12、5/10、6/14、7/5、7/12、9/6、9/27、10/11、10/25、

11/8、11/22、12/6、1/17、2/14、3/7、3/29 

   

   

   

   

   

 

 



別紙様式１－２－５ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

基準１－２ 教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること 
 

分析項目１－２－５ 管理運営に従事する教職員の能力の質の向上に寄与するため、スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）を実施していること 

※「スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）」とは、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上さ

せるための研修の機会を設けるとともに、その他必要な取組を行うことをいう。 

 

【分析の手順】  

・ＳＤの実施内容・方法及び実施状況（参加状況を含む。）を確認する。 

 

ＳＤの実施内容・方法及び実施状況一覧（別紙様式１－２－５） 

研修会等の名称 主催 実施内容・方法 （年・月） 対象者 
法科大学院からの 

参加者数 

FD 委員会 
法務研究科（法科大学

院） 

2022年 11月 22 日オンライン会議（zoom） 

TKC教育研究支援システム授業理解度確認テス

トの使用例、使用しての所感について共有のう

え、授業の中での組み込み方や、入学前教育で

の利用について意見交換を行った。 

□役員 

☑教員 

□事務職員 

    11     人 

自己啓発のための通信教育研修 人事課 2022年夏季 

職員として業務に必要な知識・技能の修得向上

及び視野の拡大を目的おし、活力増進の自己啓

発を促進援助する。 

□役員 

□教員 

☑事務職員 
    1     人 

職員高度化支援プログラム「テーマ別

研修」 

人事課 2022年 8月 

学校経営分野（マネジメントスキル）、ビジネ

スリテラシー（論理的思考能力、コミュニケー

□役員 

□教員 

☑事務職員 

    1   人 



別紙様式１－２－５ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

ション能力、プレゼンテーション能力等）など

アドミニストレーターとして必要とされる能

力を身に付けることを目的とした研修。「財務

諸表の基礎知識～財務的視点の必要性～」を実

施。 

ハラスメント研修 総務部総務課 2022年 11月から 12月 

講義動画をオンライン視聴 大学におけるハ

ラスメントについての正しい理解と認識を深

めるための一助として、大学教員対象のハラス

メント防止研修会 

□役員 

☑教員 

□事務職員     2   人 

情報セキュリティに関するe-Learning

研修 

総務部総務課 2022年 10月／12 月 

本院においても Emotet等のマルウェアメール

の到着が多数確認されており、実際に教職員が

添付ファイルを開き感染するといった事案も

発生している中、マルウェア感染によって本院

内の重要な情報の流出や、第三者へ被害が拡大

するなど、非常に大きな損害を受けるといった

被害を抑えること 

□役員 

☑教員 

☑事務職員 

☑教員補助職員 
    17   人 

副手研修制度 法科大学院補助室 着任 1 年目に実施する研修：法学部と共通で

行う着任前研修および着任後研修による導入

研修 

着任 2 年目以降の研修：パソコンスキルやロ

ジカルシンキング、マネジメントなど各自の課

題意識に基づいたテーマについて、外部研修プ

□役員 

□教員 

□事務職員 

☑教員補助職員 
    3   人 



別紙様式１－２－５ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

ログラムを実施 

※外部組織が主催の研修については除外した。 



別紙様式１－３－１ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

基準１－３ 法科大学院の教育研究活動等に関する情報の公表が適切であること 

 

分析項目１－３－１ 法令により公表が求められている事項を公表していること 

 

【分析の手順】 

・法科大学院の目的、方針その他法令が定める教育研究活動等についての情報を、社会に対し、刊行物の配布、ウェブサイトへの掲載等の方法により広く公

表していることを確認する。 

 

法令が定める教育研究活動等についての情報の公表状況一覧（別紙様式１－３－１） 

※ 公表状況について、ウェブサイトで公表している場合は、その情報が掲載されているウェブページが直接閲覧できる URL を記載してください。ウェブ

サイト以外で公表している場合は、URLではなく具体的な公表方法を記載してください。 

※ 他の法令等の箇所において記載してもらう場合には、「公表状況」欄において該当 Noを記載しています。 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

 《学校教育法 第 109条》 

１ 第１

項 

 

 

大学は、その教育研究水準

の向上に資するため、文部科

学大臣の定めるところによ

り、当該大学の教育及び研

究、組織及び運営並びに施設

及び設備（次項及び第五項に

おいて「教育研究等」とい

う。）の状況について自ら点検

及び評価を行い、その結果を

公表するものとする。 

法科大学院ウェブサイト：自己点検・評価／認証評価ページ 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/evaluation.html 

 

 

 《学校教育法施行規則 第 158 条》 

２  学校教育法第百二条第二項 ※該当する場合のみ記載 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/evaluation.html


別紙様式１－３－１ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

 

 

の規定により学生を入学させ

る大学は、同項の入学に関す

る制度の運用の状況につい

て、同法第百九条第一項に規

定する点検及び評価を行い、

その結果を公表しなければな

らない。 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html 

該当者はおりません。 

 《学校教育法施行規則 第 172 条の２》 

３ 第 １

項 

大学は、次に掲げる教育研究

活動等の状況についての情報

を公表するものとする。 

 

４  一 大学の教育研究上の目的

及び第百六十五条の二第一

項の規定により定める方針

に関すること 

法科大学院ウェブサイト：理念・目的・特色 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html 

５  二 教育研究上の基本組織に

関すること 

学習院法人ウェブサイト：教育・研究組織  

https://www.gakushuin.ac.jp/houjin/somu/index.html 

６  三 教育研究実施組織、教員の

数並びに各教員が有する学

位及び業績に関すること 

法科大学院ウェブサイト：専任教員・実務家教員 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/faculty01.html 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/faculty02.html 

７  四 入学者の数、収容定員及び

在学する学生の数、卒業又は

修了した者の数並びに進学

者数及び就職者数その他進

学及び就職等の状況に関す

ること 

法科大学院ウェブサイト：理念・目的・特色 

 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html
https://www.gakushuin.ac.jp/houjin/somu/index.html
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/faculty01.html


別紙様式１－３－１ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

８  五 授業科目、授業の方法及び

内容並びに年間の授業の計

画（大学設置基準第十九条の

二第一項（大学院設置基準第

十五条において読み替えて

準用する場合を含む。）、専門

職大学設置基準第十一条第

一項、専門職大学院設置基準

第六条の三第一項、短期大学

設置基準第五条の二第一項

及び専門職短期大学設置基

準第八条第一項の規定によ

り当該大学が自ら開設した

ものとみなす授業科目（次号

において「連携開設科目」と

いう。）に係るものを含む。）

に関すること 

大学ウェブサイト：履修要覧 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/post_11.html 

法科大学院令和 5 年度履修要覧 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf 

 

大学ウェブサイト：シラバス・時間割 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/post_10.html 

 

※連携開設科目なし 

 

９  六 学修の成果に係る評価（連

携開設科目に係るものを含

む。）及び卒業又は修了の認

定に当たっての基準に関す

ること 

※No17～18に記載 

10  七 校地、校舎等の施設及び設

備その他の学生の教育研究

環境に関すること 

法科大学院ウェブサイト：施設紹介／アクセス 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/facilities.html 

11  八 授業料、入学料その他の大 ※No26に記載 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/post_11.html
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/facilities.html


別紙様式１－３－１ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

学が徴収する費用に関する

こと 

12  九 大学が行う学生の修学、進

路選択及び心身の健康等に

係る支援に関すること 

学生の修学（大学ウェブサイト：ラーニングサポートセンター） 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/lsc.html 

進路選択（大学ウェブサイト：キャリアセンター） 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/career/ 

心身の健康に係る支援（大学ウェブサイト：学生相談室、保健センター） 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/counseling.html 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/healthcenter/index.html 

13 第２

項 

専門職大学等及び専門職大

学院を置く大学は、前項各号に

掲げる事項のほか、学校教育法

第八十三条の二第二項、第九十

九条第三項及び第百八条第五

項の規定による専門性が求め

られる職業に就いている者、当

該職業に関連する事業を行う

者その他の関係者との協力の

状況についての情報を公表す

るものとする。 

法科大学院ウェブサイト：教育課程連携協議会 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/evaluation.html 

14 第４

項 

大学は、前各項に規定する事

項のほか、教育上の目的に応じ

学生が修得すべき知識及び能

力に関する情報を積極的に公

表するよう努めるものとする。 

 

※No16に記載 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/lsc.html
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/career/
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/counseling.html
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/healthcenter/index.html
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/evaluation.html


別紙様式１－３－１ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

 《法科大学院の教育と司法試験等との連携に関する法律第５条》 

15  法科大学院を設置する大学

は、当該法科大学院における教

育の充実及び将来の法曹とし

ての適性を有する多様な入学

者の確保に資するため、次に掲

げる事項を公表するものとす

る。 

 

16  一 当該法科大学院の教育課

程並びに当該教育課程を履

修する上で求められる学識

及び能力 

法科大学院ウェブサイト：理念・目的・特色 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html 

3 つのポリシー 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/about/66_edu_policy_law_school.pdf 

法科大学院ウェブサイト：教育体制／カリキュラム／成績評価 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/education.html 

令和６年度入学試験要項 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-

law/lawschool/examination/pdf/admissions/R6/R6_application_for_admission_1.pdf 

17  二 当該法科大学院における

成績評価の基準及び実施状況 

法科大学院ウェブサイト：教育体制／カリキュラム／成績評価 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/education.html 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/outline/seisekitoukei.pdf 

 

18  三 当該法科大学院における

修了の認定の基準及び実施

状況 

法科大学院令和 5 年度履修要覧 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=82 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=88 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=94 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=99 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/about/66_edu_policy_law_school.pdf
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/education.html


別紙様式１－３－１ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=105 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=111 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=118 

19  四 当該法科大学院における

司法試験法（昭和二十四年法

律第百四十号）第四条第二項

第一号の規定による認定の

基準及び実施状況 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/pdf/2023_zaigakusiken-kamokutaiou.pdf 

20  五 当該法科大学院の課程を

修了した者の進路に関する状

況 

法科大学院ウェブサイト：理念・目的・特色 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html 

修了生の進路について 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/career20230501.pdf 

21  六 その他文部科学省令で定

める事項 

※No23～29に記載 

 《専門職大学院設置基準 第 20条の７》 

22  連携法第五条第六号の文部

科学省令で定める事項は、次に

掲げるものとする。 

 

23 
 

一 入学者選抜における志願

者及び受験者の数その他入

学者選抜の実施状況に関す

ること 

法科大学院ウェブサイト：入試情報 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/examination/admissions.html 

24  二 当該法科大学院に入学し

た者のうち標準修業年限以

内で修了した者の占める割

合及び年度当初に当該法科

法科大学院ウェブサイト：理念・目的・特色 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html 

標準修業年限： 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/outline/hyoujunshuryoritsu.pdf 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/examination/admissions.html
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html


別紙様式１－３－１ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

大学院に在籍した者のうち

当該年度途中に退学した者

の占める割合 

退学率（退学者数） 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2022.pdf 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2021.pdf 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2020.pdf 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2019.pdf 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2018.pdf 

 

25  三 当該法科大学院が開設す

る授業科目のうち基礎科目

若しくは応用科目又は選択

科目として開設するものの

名称 

法科大学院令和 5 年度履修要覧 

法律基本科目（基礎科目） 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=84 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=90 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=96 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=101 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=107 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=113 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=120 

 

法律基本科目（応用科目） 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=84 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=90 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=96 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=101 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=107 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=113 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=120 

 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2022.pdf
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2020.pdf
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2019.pdf
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2018.pdf


別紙様式１－３－１ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

選択科目 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=85 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=91 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=97 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=102 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=108 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=114 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=121 

 

26  四 授業料、入学料その他の当

該法科大学院が徴収する費

用及び修学に係る経済的負

担の軽減を図るための措置

に関すること 

法科大学院ウェブサイト：学費・奨学金 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/examination/fees.html 

27  五 当該法科大学院に入学し

た者のうち連携法第十条第

一号又は第二号に該当して

いた者それぞれの占める割

合及びこれらの号に該当し

ていた者（当該法科大学院の

課程を修了した者又は同課

程に在学する者に限る。）で

あって、司法試験法（昭和二

十四年法律第百四十号）第一

条第一項に規定する司法試

在籍者の未修者数（法科大学院ウェブサイト：理念・目的・特色） 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html 

 

司法試験結果（法科大学院ウェブサイト：司法試験結果／合格者の声） 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/alumni/result.html 

 

社会人等の入学者の割合と司法試験合格率 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/outline/nyugakushauchiwake.pdf 

 

社会人等の司法試験合格率 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/pdf/shakaijintogoukakuritsu.pdf 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/examination/fees.html
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/alumni/result.html
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/outline/nyugakushauchiwake.pdf


別紙様式１－３－１ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

験（以下単に「司法試験」と

いう。）を受けたもののうち

当該試験に合格したものの

占める割合 

 

 

28  六 連携法第六条第一項の認

定を受けた同項の法曹養成

連携協定（次条第二項におい

て「認定法曹養成連携協定」

という。）の目的となる法科

大学院（以下「認定連携法科

大学院」という。）にあって

は、当該認定連携法科大学院

に入学した者のうち当該認

定連携法科大学院における

教育との円滑な接続を図る

ための大学の課程（以下「認

定連携法曹基礎課程」とい

う。）を修了して当該認定連

携法科大学院に入学した者

の占める割合及び当該認定

連携法曹基礎課程を修了し

て当該認定連携法科大学院

に入学した者（当該認定連携

法科大学院の課程を修了し

た者又は同課程に在学する

者に限る。）であって、司法

※該当する場合は、別紙様式１－３－２に記載（当様式には記載不要） 



別紙様式１－３－１ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

試験を受けたもののうち当

該試験に合格したものの占

める割合 

29  七 当該法科大学院の課程に

在学する者であって、司法試

験法第四条第二項の規定に

より司法試験を受けたもの

の数及びこれらのもののう

ち当該試験に合格したもの

の占める割合 

※令和５年度においては、公表対象外 



別紙様式１－３－２ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

基準１－３ 法科大学院の教育研究活動等に関する情報の公表が適切であること 

 

分析項目１－３－２ 法曹養成連携協定を締結している場合は、法曹養成連携協定に関連して法令により公表が求められている事項を公表していること 

 

【分析の手順】 

・法曹養成連携協定に関連して法令が定める教育研究活動等についての情報を、社会に対し、刊行物の配布、ウェブサイトへの掲載等の方法により広く公表

していることを確認する。 

 

法曹養成連携協定に関連して法令が定める教育研究活動等についての情報の公表状況一覧（別紙様式１－３－２） 

※ 公表状況について、ウェブサイトで公表している場合は、その情報が掲載されているウェブページが直接閲覧できる URL を記載してください。ウェブ

サイト以外で公表している場合は、URLではなく具体的な公表方法を記載してください。 

※ 他の法令等の箇所において記載してもらう場合には、「公表状況」欄において該当 Noを記載しています。 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

 《専門職大学院設置基準 第 20条の７》 

１ 第１

項 

 

 

六 連携法第六条第一項の認定

を受けた同項の法曹養成連携

協定（次条第二項において

「認定法曹養成連携協定」と

いう。）の目的となる法科大

学院（以下「認定連携法科大

学院」という。）にあって

は、当該認定連携法科大学院

に入学した者のうち当該認定

連携法科大学院における教育

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-

law/lawschool/examination/pdf/admissions/result/2023nyugaku.pdf 

 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/outline/nyugakushauchiwake.pdf 



別紙様式１－３－２ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

との円滑な接続を図るための

大学の課程（以下「認定連携

法曹基礎課程」という。）を

修了して当該認定連携法科大

学院に入学した者の占める割

合及び当該認定連携法曹基礎

課程を修了して当該認定連携

法科大学院に入学した者（当

該認定連携法科大学院の課程

を修了した者又は同課程に在

学する者に限る。）であっ

て、司法試験を受けたものの

うち当該試験に合格したもの

の占める割合 

 《法曹養成連携協定に関する運用ガイドライン ６ その他法科大学院に求められる事項（１）法科大学院の教育課程等の公表》 

２  ① 教育課程並びに当該教育課

程を履修する上で求められる

学識及び能力 

法科大学院ウェブサイト：理念・目的・特色 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html 

3 つのポリシー 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/about/66_edu_policy_law_school.pdf 

３  ② 成績評価の基準及び実施状

況 

法科大学院ウェブサイト：教育体制／カリキュラム／成績評価 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/education.html 

 

成績評価の実施状況 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/outline/seisekitoukei.pdf 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/about/66_edu_policy_law_school.pdf
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/education.html


別紙様式１－３－２ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

 

４  ③ 修了認定の基準及び実施状

況 

法科大学院令和 5 年度履修要覧 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=82 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=88 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=94 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=99 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=105 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=111 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=118 

 

修了者数 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/outline/shuryoshasu.pdf 

 

５  ④ 司法試験法第４条第２項第

１号の規定による認定の基準

及び実施状況 

法科大学院ウェブサイト：教育体制／カリキュラム／成績評価 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/education.html 

令和 5 年司法試験の法科大学院在学中受験資格について 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/pdf/2023_zaigakusiken-kamokutaiou.pdf 

別紙_入学年度別科目対応表 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/pdf/2022-2018taiou-kamokuhyou.pdf 

６  ⑤ 修了者の進路に関する状況 法科大学院ウェブサイト：理念・目的・特色 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html 

修了生の進路について 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/career20230501.pdf 

７  ⑥ 志願者及び受験者の数その 法科大学院ウェブサイト：入試情報 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/education.html
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/pdf/2023_zaigakusiken-kamokutaiou.pdf
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/pdf/2022-2018taiou-kamokuhyou.pdf
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html


別紙様式１－３－２ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

他入学者選抜の実施状況に関

すること 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/examination/admissions.html 

８  ⑦ 標準修業年限修了率及び中

退率 

法科大学院ウェブサイト：理念・目的・特色 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html 

標準修業年限： 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/outline/hyoujunshuryoritsu.pdf 

 

退学率（退学者数） 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2022.pdf 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2021.pdf 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2020.pdf 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2019.pdf 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2018.pdf 

 

９  ⑧ 法律基本科目のうちの基礎

科目及び応用科目並びに各選

択科目にそれぞれ該当する、

法科大学院で開設される科目 

法科大学院令和 5 年度履修要覧 

法律基本科目（基礎科目） 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=84 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=90 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=96 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=101 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=107 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=113 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=120 

 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/examination/admissions.html
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2022.pdf
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/evaluation/taigaku2020.pdf


別紙様式１－３－２ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

法律基本科目（応用科目） 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=84 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=90 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=96 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=101 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=107 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=113 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=120 

 

選択科目 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=85 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=91 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=97 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=102 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=108 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=114 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/docs/c9f33256b71c282bf6e3fc05df95f5b40ea54648.pdf#page=121 

 

10  ⑨ 授業料等、法科大学院が徴

収する費用や修学に係る経済

的負担の軽減を図るための措

置 

法科大学院ウェブサイト：学費・奨学金 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/examination/fees.html 

11  ⑩ 社会人・法学未修者の入学

者の割合とそれらの司法試験合

法科大学院ウェブサイト：理念・目的・特色 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/outline.html 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/examination/fees.html


別紙様式１－３－２ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

格率  

入学者数 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-

law/lawschool/examination/pdf/admissions/result/2023nyugaku.pdf 

 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-

law/lawschool/examination/pdf/admissions/result/2022nyugaku.pdf 

 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-

law/lawschool/examination/pdf/admissions/result/2021nyugaku.pdf 

 

法科大学院ウェブサイト：司法試験結果 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/alumni/result.html 

 

司法試験合格率（2020 年度～2022年度） 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/alumni/tmp/shihoushikengoukakuritsu.pdf 

 

社会人等の入学者の割合と司法試験合格率 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/outline/nyugakushauchiwake.pdf 

 

社会人等の司法試験合格率 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/content/pdf/shakaijintogoukakuritsu.pdf 

 

12  ⑪ 文部科学大臣が認定した法 ※令和５年度においては、法曹コースからの入学者の割合のみ公表対象 



別紙様式１－３－２ 

学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等

抜粋） 

公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL等）） 

曹養成連携協定の目的となる

連携法科大学院（以下「認定

連携法科大学院」という。）に

入学した者のうち、当該協定

の目的となる法曹コース（以

下「認定法曹コース」という。）

からの入学者の割合とその司

法試験合格率 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-

law/lawschool/examination/pdf/admissions/result/2023nyugaku.pdf 

 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/outline/nyugakushauchiwake.pdf 

 

13  ⑫ 在学中受験資格による司法

試験の受験者数とその合格率 

※令和５年度においては、公表対象外（在学中受験は令和５年度から実施されるため） 

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/examination/pdf/admissions/result/2023nyugaku.pdf
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/examination/pdf/admissions/result/2023nyugaku.pdf
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-law/lawschool/about/pdf/outline/nyugakushauchiwake.pdf


別紙様式２－１－１ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

基準２－１（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価し、その結果に基づき教育活動等の質の維持、改善及び向上に継続的に

取り組むための体制が明確に規定されていること 
 

分析項目２－１－１ 法科大学院における教育活動等の質及び学生の学習成果の水準について、継続的に維持、改善及び向上を図るための体制を整備して

いること 

 

【分析の手順】  

・自己点検・評価の実施に責任を持つ組織及び責任者の役職名（大学における最終的な責任者が学長であることを前提として、法科大学院における教育活動

等の質保証に関して最終的な責任をもつ者）が定められていることを確認する。 

・教育課程、入学者の受入れ、施設及び設備、学生支援等について責任を持つ組織と、自己点検・評価の責任者との連携の状況（委員会等の組織の名称と体

制。複数の組織が共同して行う場合はすべてを記載）を確認する。 

 

責任体制等一覧（別紙様式２－１－１） 

確認すべき要素 法科大学院における状況 根拠規定 

自己点検・評価の実施に責任を持つ組織 
法科大学院教授会 

学習院大学法科大学院自己点検・評

価規程 2条 

自己点検・評価の実施にかかる責任者の役職名 
法務研究科長 

学習院大学法科大学院自己点検・評

価規程 2条 

教育課程、入学者の受入れ、施設設備、学習支援

等について責任を持つ組織と自己点検・評価の責

任者との連携状況 

教育課程または学習支援等の教育活動に関する事項については

教務委員が、学生の受入に関する事項については入試委員が、施

設設備に関する事項については研究室委員がそれぞれ所管し、検

討・改善すべき事項を法科大学院教授会に提案する。重要な内容

を含む場合には、教授会への提案に先だって、法務研究科長もし

くは法務研究科主任との協議または自己点検・評価委員会もしく

学習院大学法科大学院自己点検・評

価規程 5条 5項、7条 



別紙様式２－１－１ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

は自己点検・評価小委員会での検討を行う。 

 



別紙様式２－１－２ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

基準２－１（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価し、その結果に基づき教育活動等の質の維持、改善及び向上に継続的に

取り組むための体制が明確に規定されていること 
 

分析項目２－１－２ 教育課程連携協議会が設けられていること 

 

【分析の手順】  

・関係法令に則して教育課程連携協議会が設置されていることを確認する。 

 

教育課程連携協議会の規程上の開催頻度と前年度における開催実績一覧（別紙様式２－１－２） 

規程上の開催頻度 前年度における開催実績 

 

原則年 1回以上開催 

 

令和 5年 3月 2日実施 

 

 

 



別紙様式２－２－１ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

基準２－２（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価を行うための手順が明確に規定され、適切に実施されていること 
 

分析項目２－２－１ 自己点検・評価を実施するための評価項目が適切に設定されていること 

 

【分析の手順】  

・自己点検・評価を実施するための評価項目が各法科大学院の実情に応じて適切に設定され、これに基づき自己点検・評価を行う手順が明確化されているこ

とを確認する。 

 

分析項目２－２－２ 自己点検・評価に当たっては、具体的かつ客観的な指標・数値を用いて教育の実施状況や教育の成果が分析されていること 

 

【分析の手順】  

・自己点検・評価の実施に当たり、各評価項目において、司法試験合格率、共通到達度確認試験の成績、標準修業年限内修了率、留年率等の具体的かつ客観

的な指標・数値を用いて分析が行われていることを確認する。 

 

分析項目２－２－３ 自己点検・評価に当たっては、共通到達度確認試験の成績等も踏まえ、法学未修者に対する教育の実施状況及び教育の成果が分析さ

れていること 

 

【分析の手順】  

・共通到達度確認試験の成績等を踏まえて法学未修者の教育の実施状況について点検・評価を実施していることを確認する。 

 

 

基準２－４（重点評価項目） 教育活動等の状況についての自己点検・評価に基づき教育の改善・向上の取組が行われていること 
 

分析項目２－４－１ 教育活動等の状況についての自己点検・評価の結果を踏まえて決定された対応措置の実施計画について、計画に基づいて取組がなさ

れ、実施された取組の効果が検証されていること 

 

【分析の手順】 

・教育活動等の状況についての自己点検・評価の結果を踏まえて決定された対応措置の実施計画について、実施状況及び成果を確認する。 



別紙様式２－２－１ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

 

自己点検・評価の実施状況が確認できる資料（過去５年分）（別紙様式２－２－１） 

組織の名称 
自己点検・評価において改善・向上等の対応措置が必要とされた事項 

対応計画 
計画の 

進捗状況 

前回評価の

指摘事項 年月 評価項目 内容 分析の状況 

法科大学院

教授会 

平成

31

年 3

月 

平成 30 年度受審法科大

学院認証評価「教育内

容」に関する指摘 

改善すべき点 授業科目「法文書作成

指導 1」、「法文書作成

指導 2」、「法文書作成

指導 3」及び「法文書

作成指導 4」につい

て、担当教員によって

授業内容にばらつきが

みられることから、同

一授業科目であること

及び必修科目として開

講する趣旨を損なわな

いよう、開講形態につ

いて改善を図る必要が

ある。 

○ 平成 31年度か

ら、「法文書作成

指導 1」及び

「法文書作成指

導 2」について

は、3名の教員

が 3クラスをロ

ーテーションに

より担当するこ

ととし、授業内

容のばらつきが

生じないように

した。また、「法

文書作成指導

3」及び「法文書

作成指導 4」に

ついては、ぞれ

ぞれ実務家 1名

が複数のクラス

を担当すること

とし、授業内容

のばらつきが生

じないようにし

た。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 

法科大学院

教授会 

平成

31

年 3

月 

平成 30 年度受審法科大

学院認証評価「教育内

容」に関する指摘 

改善すべき点 授業科目「法文書作成

指導 1」、「法文書作成

指導 2」、「法文書作成

指導 3」及び「法文書

作成指導 4」につい

て、担当教員によって

授業内容が法律基本科

目の内容にとどまって

いることから、必修科

目として開講する場合

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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には、科目区分（基準

2-1-3）、法律基本科目

の必修総単位数（基準

2-1-5）、法律実務基礎

科目として修得するこ

とが求められる単位数

（基準 2-1-6）、修了要

件単位数に占める法律

実務基礎科目の単位数

及び法律基本科目以外

の科目の単位数に関す

る規定（基準 4-2-1）

に適合しない状態が生

じている可能性があ

り、改善を図る必要が

ある。 

○ 令和 2年度か

ら、法律実務基

礎科目としての

性質に関する疑

義を解消するた

め、「法文書作成

指導 1」及び

「法文書作成指

導 2」について

はいったん閉講

とし、「法文書作

成指導 3」及び

「法文書作成指

導 4」について

は、「民事起案」

及び「刑事起

案」と科目名称

を変えて、内容

的にも法律実務

基礎科目である

ことを明確にし

た。 

法科大学院

教授会 

平成

31

年 3

月 

平成 30 年度受審法科大

学院認証評価「教育内

容」に関する指摘 

改善すべき点 法律実務基礎科目に配

置されている授業科目

「法文書作成指導 1」、

「法文書作成指導 2」、

「法文書作成指導 3」

及び「法文書作成指導

4」について、教育内

容の一部が法律基本科

目の内容にとどまって

いるため、法律実務基

礎科目として開設され

ていることが一層明ら

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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かになるよう教育内容

の改善を図る必要があ

る。 

法科大学院

教授会 

平成

31

年 3

月 

平成 30 年度受審法科大

学院認証評価「教育内

容」に関する指摘 

改善すべき点 展開・先端科目に配置

されている授業科目

「商法総則・商行為

法」について、教育内

容の一部が法律基本科

目の内容にとどまって

いる。 

○ 平成 31年度入学

者より、「商法総

則・商行為法」

を「法律基本科

目」（選択科目）

とした。 

○ 令和 2年度入学

者より、同内容

の講義科目名を

「商法４」に変

更し、「法律基本

科目」（必須科

目）とした。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 

法科大学院

教授会 

平成

31

年 3

月 

平成 30 年度受審法科大

学院認証評価「成績評価

及び修了認定」に関する

指摘 

改善すべき点 一部の授業科目におい

て、当該法科大学院で

定められた各ランクの

分布の在り方に関する

法科大学院としての一

般的な方針とは異なる

分布で成績評価が行わ

れているため、成績評

価の在り方について、

全教員に周知徹底する

○ 令和元年度よ

り、教員間で許

容される裁量の

幅を明確にする

などした上で、

成績評価の際、

事前に周知する

こととされた。 

○ 令和 5年度よ

り、「教員用利用

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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必要がある。 ガイド」にも、

成績評価基準に

関する事項を掲

載し、さらなる

周知徹底をはか

った。 

法科大学院

教授会 

平成

31

年 3

月 

平成 30 年度受審法科大

学院認証評価「成績評価

及び修了認定」に関する

指摘 

改善すべき点 一部の授業科目におい

て、平常点の成績がほ

ぼ一律満点となってい

るため、成績評価の在

り方について、全教員

に周知徹底する必要が

ある。 

○ 令和元年度よ

り、成績評価時

等に、平常点が

一律満点となら

ないよう、注意

文を送付し周知

することとし

た。 

○ 令和 5年度よ

り、「教員用利用

ガイド」にもそ

の旨を記載する

こととし、さら

なる周知徹底を

はかった。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 

法科大学院

教授会 

平成

31

年 3

月 

平成 30 年度受審法科大

学院認証評価「成績評価

及び修了認定」に関する

指摘 

改善すべき点 成績評価における考慮

要素のうち平常点に出

席点を加味しないこと

について、兼任教員に

周知されていないた

め、授業科目を担当す

る全教員に周知徹底す

○ 平成 31年度か

ら、法務研究科

の全科目のシラ

バス備考欄に

「出席点は平常

点に加味しな

い」旨を記載す

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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る必要がある。 ることとした。 

○ 令和 5年度よ

り、「教員用利用

ガイド」にもそ

の旨を記載する

こととし、さら

なる周知徹底を

はかった。 

法科大学院

教授会 

平成

31

年 3

月 

平成 30 年度受審法科大

学院認証評価「成績評価

及び修了認定」に関する

指摘 

改善すべき点 成績評価に関するデー

タが兼任教員に共有さ

れていないため、成績

評価に関するデータの

共有について検討・改

善を図る必要がある。 

○ 令和元年度よ

り、授業科目を

担当する教員全

員に、成績評価

に関するデータ

を送付すること

が決定された。 

○ 令和 5年度よ

り、成績評価に

関するデータを

ホームページに

て公表する旨を

記載し、ホーム

ページにデータ

を掲載した後に

その旨各教員に

通知することと

した。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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法科大学院

教授会 

平成

31

年 3

月 

平成 30 年度受審法科大

学院認証評価「入学者選

抜等」に関する指摘 

改善すべき点 平成 26年度及び平成

30年度に入学定員充足

率が 50%を下回ってい

ることから、所定の入

学定員と乖離しないた

めの改善措置を講じる

必要がある。 

○ 平成 31（令和

元）年度におい

ては、30人の定

員に対し 29人が

入学し、定員充

足率が約 97%と

なった。 

○ 令和 2年度から

令和 5年度にか

けては、順に、

15人（50％）、

16人（約 53%）、

21人（70％）、

25人（約 83%）

がそれぞれ入学

した。 

○ いずれの年度も

入学定員充足率

が 50%以上とな

っており、令和

2年度以降は上

昇している。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 

法科大学院

教授会 

平成

31

年 3

月 

平成 30 年度受審法科大

学院認証評価「自己点検

及び評価等」に関する指

摘 

改善すべき点 一部の授業科目におい

て、試験答案が保管さ

れていないため、すべ

ての授業科目について

適切な方法で試験答案

を保管する必要があ

○ すべての科目に

ついて、試験問

題、答案、授業

で使用したレジ

ュメ、レポート

等を提出するよ

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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る。 う担当教員に周

知徹底すること

とされた。  

法科大学院

教授会 

平成

31

年 3

月 

平成 30 年度受審法科大

学院認証評価「教育内

容」に関する指摘 

留意すべき点 授業科目「法曹倫

理」、「民事模擬裁判」

及び「刑事模擬裁判」

において、学部生の履

修を許可する際に明確

な学力要件を設けてい

ない。法科大学院とし

てふさわしい水準・内

容・方法で実施するに

当たって問題が生じな

いよう取扱いに留意す

る必要がある。 

○ 平成 31年度か

ら、「法曹倫

理」、「民事模擬

裁判」及び「刑

事模擬裁判」を

学部生が履修す

るにあたっての

学力要件等を定

めシラバスに明

記した。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 

法科大学院

教授会 

平成

31

年 3

月 

平成 30 年度受審法科大

学院認証評価「入学者選

抜等」に関する指摘 

留意すべき点 平成 27年度及び平成

28年度において入学者

選抜における競争倍率

が 2 倍を下回っている

ことから、2倍を下回

らないよう留意する必

要がある。 

○ 平成 31（令和

元）年度におい

て競争倍率は

2.91倍であっ

た。 

○ 令和 2年度から

令和 5年度にか

けては、順に、

2.81倍、2.80

倍、2.37倍、

2.70倍であっ

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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た。 

○ 以上の通り、い

ずれの年度にお

いても競争倍率

は 2倍を上回っ

ている。 

法科大学院

教授会 

令和

3年

1月 

令和 2年度教育課程連携

協議会における指摘 

令和 3年度外部評価報告

書の指摘 

令和 4年度教育課程連携

協議会における指摘 

司法試験合格者、合格率

向上のための方策 

授業見学や学生インタ

ビューも踏まえ、授業

の質などは優れている

ことは確認されたが、

それにもかかわらず司

法試験合格者、合格率

が低迷していることか

ら、さらなる方策が必

要であるとの指摘を受

けた 

・入試制度改革、入

学前教育の充実、

学生との個別面談

の実施、論述能力

の涵養のための授

業の充実、修了生

法曹による指導の

充実等さまざまな

改善策を実施して

いる。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 

法科大学院

教授会 

令和

3年

1月 

令和 2年度教育課程連携

協議会における指摘 

法文書作成能力向上に向

けての指導方法について 

法文書作成能力向上に

向けての指導方法につ

いて具体的な提案をい

ただいた 

教授会において情報

共有をし、各科目の

指導において意識す

ることが確認され

た。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 

法科大学院

教授会 

令和

3年

1月 

令和 2年度教育課程連携

協議会における指摘 

法学部との連携について 令和 2年度からの西南

学院大学との法曹養成

連携協定に引き続き、

他の法学部との連携を

期待する 

令和 5年度から学習

院大学法学部法学科

法曹コースとの連携

協定を発足させるこ

とができた。 

法曹コースからの本

☐ 検討中 

 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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格的受け入れに向け

て、法科大学院教員

も法学部での科目を

担当し、５年一貫教

育による司法試験合

格者増に向けて取り

組みをしている。 

法科大学院

教授会 

令和

3年

1月 

令和 2年度教育課程連携

協議会における指摘 

修了生との関係について 修了生の状況把握等、

修了生との連携につい

て改善すべき点はない

か 

・修了生との連絡に

ついては、メール、

手紙等手段を尽くし

ている。またニュー

ズレターを年 2回メ

ールで送付するなど

積極的な情報伝達を

行っている。 

・法務研究科が設置

した「法務研究所」

においては従来から

研究会の開催（法実

務研究会）や研究発

表の場（「学習院法

務研究」）の提供を

行っており、在学生

や教員との交流の場

ともなっている。 

・法曹桜友会（学習

院 OBの法曹による

組織）から修了生法

☐ 検討中 

 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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曹による学習支援へ

の協力を得られるよ

うになった。 

法科大学院

教授会 

令和

4年

3月 

令和 3年度外部評価報告

書における指摘 

未修者教育の改善 未修者で入学した者で

修了に至らなかった者

が多く、司法試験合格

率が低迷していること

への改善が必要。 

○ 令和 3年度入学

者より、1年次

後期に開講して

いた「法学入門

演習」につい

て、「法学入門演

習 2」に科目名

を変更し単位数

を 1単位から 2

単位とした。ま

た、前期に新た

に「法学入門演

習 1」を開講

し、専任教員に

加え修了生法曹

も授業を担当す

ることで、より

細かな指導が可

能となった。 

○ 令和 4年度入学

試験から、入学

前学習に役立つ

よう、未修者の

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 
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合格者への通知

において、民法

を中心とする法

学の入門書を紹

介することとし

た。 

○ 令和 4年度か

ら、年度の開始

間もない時期

に、学生全員に

対し、担任教員

による個別面談

を実施すること

とした。 

法科大学院

教授会 

令和

4年

3月 

令和 3年度外部評価報告

書における指摘 

学力向上のための施策 少人数である利点を生

かし、より個別指導を

行うべきではないか。 

○ 令和 4年度か

ら、年度の開始

間もない時期

に、学生全員に

対し、担任教員

による個別面談

を実施すること

とした。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

 

法科大学院

教授会 

令和

元年

7月 

教育活動 カリキュラム 司法試験在学中受験が

可能となることに対応

すべく令和 3 年に入学

する未修者からカリキ

ュラム改正が必要であ

る。 

○ 令和 2年度か

ら、司法試験選

択科目の 2年次

での履修を可能

とし、また「民

事法総合演習 2

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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（破産）」及び

「民事法総合演

習 4（民事再

生）」の科目名

を、それぞれ

「倒産法 1」「倒

産法 2」として

司法試験選択科

目との対応関係

を明確化した。 

○ 令和 3年度に入

学する未修者か

らは在学中受験

が可能となるこ

とに鑑み、令和

3年度入学者に

ついては、未修

者と既修者とで

異なる履修規程

を設けることと

した。 

○ 令和 4年度入学

者からは、未修

者と既修者との

区別をせず、司

法試験在学中受

験が可能となる

ことに対応する
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カリキュラム改

正を完了した 

法科大学院

教授会 

令和

元年

7月 

学生の受入 書類審査、面接審査の採

点 

両審査の採点が公平か

つ適切に行われるため

の基準の明確化 

○ 令和元年度にお

いて、両審査の

採点方法及び質

問事項について

「入学試験審査

基準」を改正し

た。 

○ 「入学試験審査

基準」について

は常にその修正

を検討してお

り、同様の改正

を随時行ってい

る。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

法科大学院

教授会 

令和

元年

12

月 

修了生支援 法務研究生奨学金 成績優秀者の経済的な

負担を軽減させ、集中

して勉強できる環境を

整えるため、司法試験

結果の成績上位 2 名に

奨学金を与えるとして

きたが、奨学金を充て

るのは成績優秀者に限

定すべきではないか。 

成績上位 2名に奨学

金を与えるものとし

てきたが、成績上位

2名を「限度とし

て」奨学金を与える

ものとすることとし

た 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

法科大学院

教授会 

令和

元年

12

修了生支援 在籍期間 法務研修生、法務研究

生の在籍期間を例年、

司法試験の合格発表が

法務研修生、法務研

究生ともに、在籍期

間を司法試験の合格

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ 
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月 行われる 9月までとし

てきたが、令和 2 年度

の司法試験が延期され

たため、在籍期間の延

長が必要である。 

発表日の月末までと

するよう専門職大学

院学則を改訂した。 

☐ その他 

（    ） 

法科大学院

教授会 

令和

元年

12

月 

司法試験受験 在学中受験への対応 カリキュラム変更の他

に、3月 20日頃からの

司法修習に対応するた

めの修了日の変更、7

月の司法試験実施に伴

う授業期間等の変更の

検討が必要となる。 

修了日は 3月 18日

とすることとした。 

授業期間について、

令和 5年度について

は司法試験が実施さ

れる 7月 12日から

15日を休講とした。

なお、令和 6年度か

らは、1回あたりの

授業時間を 105分と

することが決定して

おり、授業期間によ

り余裕が生まれると

考えられる。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

FD 委員会 2019

年 6

月 

要配慮学生への対応 要配慮学生への対応 学生相談室のカウンセ

ラーから学生対応につ

いての話を聞いた。 

学生相談室への繋げ

方、学内での情報共

有・連携について認

識の共有を行った。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

法科大学院

教授会 

令和

3年

3月 

教育活動 2年生の文書作成能力の

向上 

法律実務基礎科目とし

て 2 年次に配置されて

いた「法文書作成指導

1」及び「法文書作成

○ 令和 3年度に入

学する既修者に

ついて、1年次

に配置されてい

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

☐ 
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指導 2」について、法

律実務基礎科目として

の性質に関する疑義を

解消するため閉講する

こととなったことか

ら、2年次における文

書作成能力を向上させ

るための方策を検討す

べきである。 

 

る「法学入門演

習 1」及び「法

学入門演習 2」

を 2年次におい

て選択履修する

ことを可能とし

た。 

○ 令和 4年度入学

者より、「法学入

門演習 1」及び

「法学入門演習

2」を 2年次に選

択履修すること

は不可とした上

で、新たに「法

学演習」を 2年

次に開講し、履

修を推奨するこ

ととした。 

（    ） 

FD 委員会 令和

3年

1月 

2020（令和 2）年度学習

院大学法科大学院自己評

価書における要検討事項 

FD委員会の開催日程等

の制度化の要否 

教授会と同じように、

年間スケジュールをあ

る程度立てて、年度初

めに日時と話題を予告

するなどの方策をとる

べきか検討すべきであ

る。 

各年度のはじめに行

われる個別面談後な

ど一定の話題につい

ては事実上固定した

時期に取り上げるこ

ととしつつ、他の時

期にも FD委員会を

柔軟に開催すること

とした。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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FD 委員会 令和

3年

1月 

2020（令和 2）年度学習

院大学法科大学院自己評

価書における要検討事項 

教員相互の授業参観の開

催頻度 

専任教員の変動の少な

い本学においては授業

参観を毎年行う必要は

なく、その必要性につ

いて柔軟に検討すべき

である 

その後、新たな専任

教員の採用をしたこ

ともあり、2022 年度

には教員相互の授業

参観を実施した。 

 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 令和

4年

9月 

学習院大学法科大学院機

能強化構想調書における

要検討事項 

法学部との連携強化 学習院出身入学者の増

加 

法学部との連携強化

により、2018年度に

おいては 2名にとど

まっていた本学法学

部からの入学者数を

増加することを目標

にしてきた。2023年

度には本学法学部か

ら 4名の入学者を得

たが、本学法学部と

の法曹養成連携協定

締結によりより一層

の増加を目指してい

る。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 令和

4年

9月 

学習院大学法科大学院機

能強化構想調書における

要検討事項 

法学部との連携強化 法曹志望者向け授業の

開講拡大 

従来、法曹志望者対

象の特設演習を 3、4

年生向けに 1科目開

設してきたが、それ

を拡大し、全学年を

対象に多くの科目を

開講した。2023 年度

には合計 8科目を開

☐ 検討中 

 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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講し、うち 4科目を

法務研究科専任教員

が担当している。 

教授会 令和

4年

9月 

学習院大学法科大学院機

能強化構想調書における

要検討事項 

法学部との連携強化 連携大学からの入学者

数の確保・増加 

複数の大学と法曹養

成連携協定を締結

し、連携大学から多

くの入学者数を確保

したいと考えていた

が、法曹養成連携協

定を締結できたのは

西南学院大学及び本

学法学部（令和 8

（2026）年入学者か

ら）のみであった。

2023年度には西南学

院大学から法曹養成

連携協定に基づく初

めての入学者 1名を

得られた。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 令和

4年

9月 

学習院大学法科大学院機

能強化構想調書における

要検討事項 

未修者教育の改善 未修者としての入学者

が次年度に２年次に進

級した学生数の割合の

改善 

未修者として入学し

た者が次年度に 2年

生に進級できる割合

は、2019年度から

2022年度まで 50%以

下と低迷していた。

未修者教育の改善に

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 



別紙様式２－２－１ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

より、2023 年度には

前年度に入学した未

修者 6名のうち、4

名が進級できた。 

教授会 令和

4年

9月 

学習院大学法科大学院機

能強化構想調書における

要検討事項 

学生の学力向上 修了 1年目までの司法

試験合格率の向上 

2018年度には 1名も

輩出できなかった法

科大学院修了 1年目

での司法試験合格者

であるが、2019 年度

には合格者を輩出で

き、2020年度から

2022年度においては

15%程度の合格率を

上げることができ

た。2023年度におい

ては、修了 1年目の

者 7名のうち短答式

試験に合格した者が

4名以上いること、

在学中受験者 6名の

うち短答式試験に合

格した者が 5名いる

ことから、より一層

の合格率向上が期待

される。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 
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教授会 令和

4年

9月 

学習院大学法科大学院機

能強化構想調書における

要検討事項 

学生の学力向上 標準修業年限修了率の

向上 

2017年度修了生につ

いては、標準修業年

限修了率が 47%であ

り、学生の学力向上

を通じて標準修業年

限修了率の向上を目

指した。しかし 2022

年度修了生について

も 45%にとどまって

いる。厳格な成績評

価を維持しつつも、

さまざまな学生の学

力向上の施策によ

り、引き続き標準修

業年限率修了率の向

上を目指す。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 令和

4年

9月 

学習院大学法科大学院機

能強化構想調書における

要検討事項 

不合格修了生のサポート 修了 2年目以降の修了

生司法試験合格率の向

上 

法科大学院修了 2年

目以降の司法試験合

格率は、このとこ

ろ、12%程度にとど

まっている。法実務

講座の実施等のさま

ざまな施策により、

20%程度に引き上げ

たいと考えている。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

教授会 令和

5年

7月 

学習院大学法科大学院機

能強化構想調書における

要検討事項 

修了生法曹との連携 法科大学院修了後 5年

間における累積司法試

験合格率の向上 

2015年度から 2017

年度に本法科大学院

を修了した修了生の

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ 
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5年間の累積司法試

験合格率はおよそ

42%にとどまってし

まった。この数値を

着実に向上させるこ

とを目標とした。 

☐ その他 

（    ） 

教授会 令和

5年

7月 

学習院大学法科大学院機

能強化構想調書における

要検討事項 

未修者教育の改善 未修者コース修了時

（3年次）の GPA平均

値の向上 

この 3年間の未修者

コース修了時の GPA

平均値はおよそ 2.0

であり、既修者コー

ス修了時の約 2.5と

顕著な違いが存在し

ていた。未修者教育

改善の効果を測るた

め、未修者コース修

了時の GPAを、既修

者コースと等しい

2.5に向上させるこ

とを目標とした。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☐ 

 

※指摘事項、意見など、自己点検・評価において、改善・向上等の対応措置が必要と確認された事項すべてについて記載してください。 

※「組織の名称」の欄は、自己点検・評価委員会、教授会、ＦＤ委員会等の組織の名称を記載してください。 

※「年月」の欄は、自己点検・評価において確認された年月を記載してください。 

※「計画の進捗状況」の欄は、該当する状況に☑してください。 

※「前回評価の指摘事項」の欄は、本評価時に「改善すべき点」として指摘された事項に該当する場合、☑してください。 
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基準２－３（重点評価項目）　法科大学院の目的に則した人材養成がなされていること

【分析の手順】

司法試験の合格状況（別紙様式２－３－１）

各年度における司法試験合格状況

法学未修者 法学既修者 計 法学未修者 法学既修者 計 法学未修者 法学既修者 計 数値 数値の説明

2022年度 12 28 40 0 5 5 0.00% 17.85% 12.50% 12.34%
過去3年移動平均の合格
率が13%を超える値

2021年度 7 31 38 0 5 5 0.00% 16.12% 13.15% 17.31%
全法科大学院の平均合格
率の半分

2020年度 11 26 37 1 4 5 9.09% 15.38% 13.51% 16.34%
全法科大学院の平均合格
率の半分

2019年度 15 36 51 1 5 6 6.66% 13.88% 11.76% 14.50%
全法科大学院の平均合格
率の半分

2018年度 24 52 76 5 11 16 20.83% 21.15% 21.05% 12.37%
全法科大学院の平均合格
率の半分

上記のうち、法曹養成連携協定の特別選抜枠による進学者に係る状況 ※令和５年度は対象外

2022年度 0 0 0.00%

2021年度 0 0 0.00%

2020年度 0 0 0.00%

2019年度 0 0 0.00%

2018年度 0 0 0.00%

（注）
　　
１．「2022（年度）」には評価実施年度の前年度を記入し、当該年度を起点とした過去５年度分の実績について記入してください。

２．「受験者数」、「合格者数」欄には、司法試験が実施された各年度における、下記の状況が分かるよう記入してください。

　　・５年の評価期間中に実施される各年度の司法試験について、当該法科大学院の修了を受験資格として司法試験を受験した者に対する司法試験を合格した者の割合

３．「合格率」欄には、「合格者数」を「受験者数」で割った値（小数点第５位を切り捨て）が自動表示されます。

　　（例：合格者数が13人、受験者数が74人の場合には、13÷74＝0.17567・・・≒0.1756となり、『17.56％』で表示されます。）

４．「基準ごとの分析を行った際に比較した合格率」欄には、分析を行った際に比較した合格率の数値と、数値の説明（全法科大学院の平均合格率、

　　当該法科大学院の過去５年間の平均合格率等）を記入してください。

分析項目２－３－１　修了者（在学中に司法試験を受験した在学生を含む。）の司法試験の合格状況が、全法科大学院の平均合格率等を踏まえて適切な状況にあること

基準ごとの分析を行った際に
比較した合格率

合格者数 合格率

司法試験実施年度

・上記手順において適切な状況にあるとは言えない場合は、直近５年間の未修者・既修者別を含む司法試験の合格率と当該法科大学院が自ら目標として設定している合格率を比較し、適切な状況にあることを
確認する。

・直近５年間の未修者・既修者別を含む司法試験の合格率を算出し、全法科大学院の平均合格率と比較して適切な状況にあることを確認する。

・法曹養成連携協定を締結し、文部科学大臣の認定を受けている場合は、特別選抜により連携法科大学院に進学した認定連携基礎課程からの進学者（法学部３年次終了後に早期卒業により法学既修者として入学
した者や、それ以外の者も含む。）の司法試験の合格率についても算出し、法曹養成連携協定締結時に目標として設定した合格率と比較し、適切な状況にあることを確認する。

法曹養成連携協定締結時に
目標として設定した合格率受験者数 合格者数 合格率司法試験実施年度

受験者数
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修了年度別修了者における司法試験合格状況

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 計

2021年度 15 2 2

2020年度 14 2 2 4

2019年度 8 1 1 0 2

2018年度 17 1 2 1 0 4

2017年度 11 0 2 1 1 1 5 26.15%

（注） １．「2022（年度）」には評価実施年度の前年度を記入し、当該年度を起点とした過去５年度分の実績について記入してください。

２．「修了者数」欄には、司法試験を受験しなかった者を含めて、当該年度に修了した者の人数を記入してください。

３．「合格者数」欄には、各修了年度における修了者のうち、司法試験に合格した者の人数を記入してください。

合格率

合格者数

司法試験実施年度修了者数修了年度
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基準２－５　教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること

【分析の手順】

教員の採用・昇任の状況（過去５年分）（別紙様式２－５－１）

教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教

研究者 研・専 1 1 1

実務家 実・専 2 1 1 1

実務家・みなし 実・み

兼務研究者

兼務実務家

兼担 1

兼任 7 4 3 3 1

4 0 7 0 1 0 4 0 2 0 3 0 1 0 3 0 1 0 1 0

教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教

研究者 研・専

実務家 実・専

実務家・みなし 実・み

兼務研究者

兼務実務家

兼担 1

兼任

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（注） １．評価実施年度の５月１日現在で記入してください。

２．「専任教員」欄の「実・み」については実務家みなし専任教員（年間４単位以上の授業を担当し、かつ、法科大学院のカリキュラム編成等の運営に責任を有する者）数、「専・他」については

　　法科大学院の専任ではあるが、他の学部・大学院の専任教員数を記入してください。

・教員の担当する授業科目が、各教員の知識、能力、実績等に応じて決定されていることを確認する。

・採用・昇任時の教育上の指導能力に関する評価の実施状況を確認する。

・教員の任用や昇任等に際し、職階ごとに求める教育上、研究上又は実務上の知識、能力又は実績の基準を定めていることを確認する。

分析項目２－５－１　教員の任用及び昇任等に当たって、教育上、研究上又は実務上の知識、能力及び実績に関する判断の方法等を明確に定め、実際にその方法によって任用、昇任させていること

昇任

専任
教員

兼担教員

兼任教員

採用

専任
教員

兼担教員

兼任教員

専・他

専・他

分類

分類

合計

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度

合計



別紙様式２－５－２ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

基準２－５ 教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること 
 

分析項目２－５－２ 法科大学院の専任教員について、教員の教育活動及び教育上の指導能力に関する評価を継続的に実施していること 

 

【分析の手順】 

・教員の教育活動及び教育上の指導能力に関する評価の継続的（定期的）な実施について、規則等で規定していることを確認する。 

 

教員評価の実施状況（直近３回程度）（別紙様式２－５－２） 

評価実施年度 評価対象者数 評価結果の概要 

2021年度 ２名 

教員相互の授業参観 

2021 年 11 月 16 日に研究者教員 大橋洋一教授の「行政法２」、2021 年 11 月 17 日に研究者教員 若松 良樹

教授の「法理学１」の授業について実施し、見学した教員から提出された報告書をもとに、評価ポイント、良か

った点や改善点、さらに他の授業へ展開できる点などを、FD委員会にて議論・共有した。 

2022年度 ２名 

教員相互の授業参観 

2022 年 10 月 25 日に実務家教員 小松達成教授の「民法入門演習２」、2022 年 10 月 28 日に実務家教員 松村

昌人教授の「民事執行・保全法２」の授業について実施し、見学した教員から提出された報告書をもとに、評価

ポイント、良かった点や改善点、さらに他の授業へ展開できる点などを、FD委員会にて議論・共有した。 

2022年度 ２２名 

授業評価アンケート集計結果を踏まえた改善措置等に関する情報共有 

2022 年度第２学期に法科大学院の授業を担当する教員全員に対し、受講生の学生に実施した授業評価アンケー

トの集計結果および受講生からのコメントを踏まえた改善措置等に関するアンケート調査を実施し、その結果

を FD委員会で共有した。 

 



別紙様式２－５－３ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

基準２－５ 教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること 
 

分析項目２－５－３ 授業の内容及び方法の改善を図るためのファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）を組織的に実施していること 

 

【分析の手順】  

・ＦＤの実施内容・方法（教育方法等の研究・研修、教員相互の授業参観等）及び実施状況（教員参加状況を含む。）を確認する。ＦＤの実施に当たっては、

教育課程方針に則した授業及び成績評価が実施されるよう、成績評価基準の内容や各授業科目の到達目標についての認識の共通化が図られていることを

確認する。 

 

ＦＤの実施内容・方法及び実施状況一覧（別紙様式２－５－３） 

取組 主催 実施内容・方法 （年・月） 参加者数 

ＦＤ委員会 法科大学院 

2022年 4月 

１．本年度第 1学期の講義方針等 

２．授業を開始して気づいた点等について 

１２人 

ＦＤ委員会 法科大学院 
2022年 5月 

4月 FD委員会での決定に基づく担任による面談結果の共有 
１２人 

ＦＤ委員会 法科大学院 
2022年 6月 

5月 FD委員会の際に未実施だった面談結果の共有 
１２人 

ＦＤ委員会 法科大学院 

2022年 9月 

１．第 1 学期を振り返って 

２．教員相互の授業参観（※実施の予告） 

３. 夏期法実務講座実施報告 

１２人 

ＦＤ委員会 法科大学院 
2022年 10月 

１．教員相互の授業参観（※対象者決定） 
１２人 



別紙様式２－５－３ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

２．法務研究生の学修計画 

ＦＤ委員会 法科大学院 

2022年 11月 8日 

１．法務研究生の学修計画 

10月 FD委員会の際に未提出だった学修計画の共有 

１２人 

ＦＤ委員会 法科大学院 

2022年 11月 22日 

１．教員相互の授業参観（実施後のフィードバック等） 

２．TKC教育研究支援システム授業理解度確認テストの使用例、

使用しての所感について 

１１人 

ＦＤ委員会 法科大学院 
2023年 1月 

授業評価アンケート結果への対応について 
１２人 

ＦＤ委員会 法科大学院 
2023年 2月 

授業評価アンケート結果への対応について 
１２人 

ＦＤ委員会 法科大学院 

2023年 3月 

１. 授業評価アンケート集計結果を踏まえた改善措置等 

２. 後期法実務講座実施報告 

３. 原級者への指導について 

４. 年度末在学生アンケート結果について 

１２人 

TKC 教育研究支援システム「授業

理解度確認テスト」操作説明会 
法科大学院 

2022年 11月 

（株）TKCとの契約によって使用している「教育研究支援システ

ム」の授業理解度確認テストの教員向け説明会を実施 

３人 

ＦＤ研修会「学生の学びに結び

つく効果的な 105分授業の方法」 
学長室経営企画課 

2022年 11月 

90 分から 105 分への授業時間の変更は、授業内で学生の理解

度を把握するための時間を取るなどの多様な授業形態を可能に

する一方、学生の講義への集中力の持続等が課題になると予想

２人 



別紙様式２－５－３ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

され、学生の効果的な学修の実現に向けては授業手法や授業設

計の見直しが必要となる場合ある。そこで、105 分授業におけ

る授業の在り方の参考にしていただくため、外部講師をお招き

し、研修を開催した。 

 



別紙様式３－７－２ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

基準３－７ 専任教員の授業負担等が適切であること 
 

分析項目３－７－２ 法科大学院の専任教員には、その教育上、研究上及び管理運営上の業績に応じて、数年ごとに相当の研究専念期間が与えられるよう

努めていること 

 

【分析の手順】 

・研究専念期間について定めた規則があるか確認する。また、過去５年間に研究専念期間を取得した教員の人数や期間等の実績を確認する。 

 

過去５年間における教員の研究専念期間取得状況（別紙様式３－７－２） 

年度 
研究専念期間を 

取得した教員数 
実施状況（期間を含む） 規則等 

2022 1名 
2021.4～2022.3 

マキシミン原理の研究 

学習院大学長期国内外研修規程 

学習院大学長期国内外研修規程運用内規 

学習院大学法科大学院研究休暇規程 

2021 0名   

2020 1名 人権保障と憲法的なデザイン 

学習院大学長期国内外研修規程 

学習院大学長期国内外研修規程運用内規 

学習院大学法科大学院研究休暇規程 

2019 1名 民事手続法の現代的課題 

学習院大学長期国内外研修規程 

学習院大学長期国内外研修規程運用内規 

学習院大学法科大学院研究休暇規程 

2018 1名 行政裁量論、行政領域論に関する日独比較研究 

学習院大学長期国内外研修規程 

学習院大学長期国内外研修規程運用内規 

学習院大学法科大学院研究休暇規程 

 



別紙様式４－２－１ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

基準４－２ 学生の受入が適切に実施されていること 
 

分析項目４－２－１ 学生受入方針に沿って、受入方法を採用しており、公正かつ適正に実施していること 

 

【分析の手順】  

・入学者選抜実施体制の整備状況（組織の役割、構成、意思決定プロセス、責任の所在等）を確認する。その際、法科大学院を設置する大学の学部卒業（予

定）者等が有利とならない措置がなされていることを確認する。 

・入学者選抜の方法が学生受入方針に適合していることを確認する。 

・「法科大学院法学未修者等選抜ガイドライン」に則して実施していることを確認する。 

・法学未修者に対して、法律学の知識及び能力の到達度を図ることができる試験（法学検定試験等）の結果を加点事由としていないことを確認する。 

・入学者選抜の実施方法や実施時期に関して、早期卒業して入学しようとする者及び飛び入学しようとする者に対して適切な配慮がなされていることを確

認する。 

・社会人や法学以外を専門とする者など多様な人材が入学者選抜を受験できるように配慮されていることを確認する。 

・身体に障害のある者に対して特別措置等を行っていることを確認する。 

 

入学者選抜の方法一覧（別紙様式４－２－１） 

入学者選抜の種類 選抜方法 入学者選抜要項等の記載ページ 

未修者コース（一般選抜） 書類審査 

筆記試験（小論文） 

面接 

P７、P８ 

既修者コース（一般選抜） 

※全日程で、早期卒業・飛び入学対象者受験可能 

書類審査 

筆記試験（憲法・民法・刑法・民事訴訟法・刑事

訴訟法） 

面接 

P８、P９ 



別紙様式４－２－１ 
学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

既修者コース（特別選抜） 書類審査 P１０ 

 

 



別紙様式４－３－１ 学習院大学大学院法務研究科法務専攻

基準４－３　在籍者数及び実入学者数が収容定員及び入学定員に対して適正な数となっていること

【分析の手順】

【分析の手順】

学生数の状況（別紙様式４－３－１） 

入学者選抜の状況 実務の経験を有する者の定義

法学未修者、法
学既修者別

全体
法学未修者、法
学既修者別

合計【 d 】 実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

協定先の法曹
コース出身者

協定外の法曹
コース出身者

（人） （人） （人） （人） 〔 b／c 〕 （人） （人） 〔 d／a 〕（％） （人） 　（人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

法学未修者 47 38 11 3.45 6 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0

法学既修者 105 86 35 2.45 19 2 1 0 0 5 5 1 4 1 0

法学未修者 36 28 11 2.54 6 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0

法学既修者 73 62 27 2.29 15 1 0 0 0 3 6 1 4 0 0 他学部出身者の定義

法学未修者 26 23 13 1.76 9 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0

法学既修者 58 47 12 3.91 7 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0

法学未修者 23 22 8 2.75 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0

法学既修者 62 51 18 2.83 11 1 0 0 0 5 3 0 2 0 0

法学未修者 62 61 16 3.81 12 0 0 1 0 2 5 4 0 0 0

法学既修者 75 67 28 2.39 17 3 2 0 0 2 5 0 5 0 0

在籍者数等の状況

内数（人） 内数（人）

（人） （人）
長期履修生数

【 g1 】
原級留置者数

【 ｈ1 】
休学者数

【 i1 】
（人）

長期履修生数
【 g2 】

原級留置者数
【 ｈ2 】

休学者数
【 i2 】

（人）
長期履修生数

【 g3 】
原級留置者数

【 ｈ3 】
休学者数

【 i3 】
（人）

長期履修生数
〔g1＋g2＋g3〕

原級留置者数
〔ｈ1＋ｈ2＋ｈ3〕

休学者数
〔i1＋i2＋i3〕

〔j/e〕（％） （人） 長期履修生数 （人） 長期履修生数

法学未修者 10 0 4 4 7 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0

法学既修者 24 0 5 0 10 0 1 1 0 0 0 0

法学未修者 13 0 7 4 8 0 4 1 1 0 1 0 5 0 1 0

法学既修者 16 0 1 2 6 0 1 0 1 0 6 0

法学未修者 14 0 5 4 5 0 3 3 8 0 2 0 5 0 7 0

法学既修者 10 0 3 0 9 0 1 0 4 0 8 0

法学未修者 9 0 5 4 9 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0

法学既修者 13 0 2 1 14 0 1 0 1 0 14 0

法学未修者 15 0 3 1 2 0 0 0 3 0 1 0 3 0 3 0

法学既修者 18 0 1 0 5 0 2 1 2 0 5 0

（注） １．学生数の状況については、評価実施年度の５月１日現在で記入してください。

２．入学者選抜の状況の「入学者数内訳」の「自大学の法学関係の学部出身者」とは、当該法科大学院を設置している大学の主として法学を履修する学科若しくは課程等に在学、又はこれらを卒業した者をいいます。

３．入学者選抜の状況の「入学者数内訳」欄において、「Ⅰ自大学の法学関係の学部出身者」～「Ⅳ他大学の法学関係以外の学部出身者」欄に記載される人数は、法曹コース出身者の人数も含めた人数を記載してください。

４．入学者選抜の状況の「競争倍率」、「入学定員充足率」は、小数点第３位以下を切り捨てた値が自動表示されます。

　　（例：「競争倍率」欄について、受験者数が180人、合格者数が87人の場合には、180÷87＝2.068・・・≒『2.06』で表示されます。）

５．「実務の経験を有する者の定義」及び「他学部出身者の定義」については、当該法科大学院が定めるそれぞれの定義を記入してください。

・上記の割合が継続的に100％を上回っている場合は、適正化を図る取組がなされていることを確認する。

・過去５年間の入学者数が10人を下回っていないことを確認する。

・過去５年間の競争倍率が２倍を下回っていないことを確認する。

・上記の割合、人数又は倍率が下回っている場合は、入学者受入方針に従って適切な選抜が実施されていることを確認し、適正化を図る取組がなされていることを確認する。

・過去５年間の入学定員に対する実入学者数の割合が50％を下回っていないことを確認する。

・過去５年間の収容定員（入学定員の３倍の数をいう。）に対する在籍者数（原級留置者及び休学者を含む）の割合を確認する。

分析項目４－３－１　在籍者数が収容定員を大幅に上回っていないこと

受験者数
【 b 】

合格者数
【 c 】

競争倍率 入学者数

入学定員充足率

分析項目４－３－２　収容定員に対する在籍者数の割合、入学定員に対する実入学者数の割合、入学者数の規模及び競争倍率が、適正な割合、規模又は倍率となっていること

入学者数内訳

大学卒業後、１年以上経過した者、または、大学を卒業した者
と同等以上の学力があると認められ、１年以上の社会経験を有

する者

Ⅰ自大学の法学関係の
学部出身者

Ⅱ自大学の法学関係以外の
学部出身者

Ⅲ他大学の法学関係の
学部出身者

Ⅳ他大学の法学関係以外の
学部出身者

Ⅴ法曹コース出身者

年度 種別
入学定員

【 a 】 志願者数

2022年度 30 2.36 21 70%

2023年度 30 2.69 25 83%

法学を履修する課程以外の大学の課程修了者2020年度 30 2.80 15 50%

2019年度 30 2.90 29 96%

2021年度 30 2.80 16 53%

2023年度 90 55 13 5

在籍者数
【 f1 】

在籍者数
【 f2 】

在籍者数
【 f3 】

90

退学者数
内数（人）年度

2019年度 43 7 2 48%

2020年度 45 11 5 50%90

2022年度 4490

2021年度 46

修了者数

90

61%

種　別
収容定員

【 e 】

１年次 ２年次 ３年次

14 7 49%

在籍者数
合計【 j 】

〔f1＋f2＋f3〕

収容定員に対する
在籍者数の割合

内数（人） 内数（人）

51%714

内数（人）
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